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第１章  
計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 
本市では、平成２３年に「第二期鎌ケ谷市障がい者計画」を、平成３０年に「第５期鎌ケ谷市障が

い福祉計画」、「第１期鎌ケ谷市障がい児福祉計画」を策定し、幅広い分野から、障がい者福祉に関
する施策を総合的に推進してきました。 

この間、国が平成３０年に策定した「障害者基本計画（第４次）」では、障がい者が自らの能力を最
大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約
している社会的な障壁を除去するため取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を示しました。 

また、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障害者文化芸術推進法※）」、「視覚障
害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法※）」の施行や「障害者雇用促
進法」の改正など、障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化しており、国の障がい者制度の動
向を加味したさらなる障がい者施策の展開が求められています。 

このたび、「第二期鎌ケ谷市障がい者計画」並びに「第５期鎌ケ谷市障がい福祉計画」、「第１期鎌
ケ谷市障がい児福祉計画」がともに令和２年度をもって計画期間を終了することから、国の制度改
正の方向、これまでの市の取組及び目標値を検証し、計画的に障がい者福祉に関する施策を推進
するため、新たに「第３期鎌ケ谷市障がい者計画」並びに「第６期鎌ケ谷市障がい福祉計画」、「第２
期鎌ケ谷市障がい児福祉計画」を策定します。 
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■障がい者施策にかかわる主な関連法令の動向 
年 関連法令等 概 要 

平成 23 年 ○障害者基本法※の一部改正 ・目的規定や障がい者の定義の見直しなど 

平成 24 年 ○障害者虐待防止法の施行 
 
○障害者自立支援法※の一部改
正 

○児童福祉法の一部改正 

・障がい者の虐待の防止に係る国等の責務、障がい者
虐待の早期発見の努力義務を規定 

・相談支援の充実、障がい児支援の強化など 
・障害児通所支援や育成医療の市町村への権限移譲 

平成 25 年 ○障害者総合支援法※の施行 
 
○障害者雇用促進法の一部改正 
○公職選挙法の一部改正 
○障害者優先調達推進法※の施
行 

○障害者差別解消法の成立 
 

・障害者自立支援法を改称、障がい者の範囲に政令で
定める難病の患者を加えるなど 

・法定雇用率の引き上げ 
・成年被後見人が選挙権・被選挙権を有す 
・公的機関の物品やサービスの調達を、障害者就労施
設等から優先的・積極的に購入することを推進 

・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基
本的な事項や措置等を規定 

平成 26 年 ○障害者の権利に関する条約の
批准 

○障害者総合支援法の改正 

・「障害者の権利に関する条約」の批准書を国際連合
事務総長に寄託 

・障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象の拡大、
グループホーム※とケアホーム※の一元化など 

平成 27 年 ○障害者総合支援法の改正 
○難病法の施行 

・障害福祉サービスの対象となる疾病の拡大 
・難病患者に対する医療費助成の法定化、対象疾病の
拡大 

平成 28 年 ○障害者差別解消法の施行 
○障害者雇用促進法の改正 
○発達障害者支援法の改正 

・不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供 
・法定雇用率算定に精神障がい者が加わる 
・基本理念、定義、支援体制の見直し等 

平成 30 年 ○障害者総合支援法、児童福祉
法の改正 

 
○障害者文化芸術推進法の施行 

・障がい者の望む地域生活の支援、障がい児支援のニ
ーズの多様化へのきめ細かな対応、サービスの質の
確保・向上に向けた環境整備 

・障がい者による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の
拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、計画
策定が努力義務化（地方公共団体） 

令和元年 ○障害者雇用促進法の改正 
○読書バリアフリー法の施行 

・障害者活躍推進計画策定の義務化（地方公共団体） 
・視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計
画的に推進 
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２ 計画の位置づけ 
（１）法的な位置づけ 

「市町村障がい者計画」は、障害者基本法第１１条第３項に基づき、障がい者施策に関する基本
的な計画として策定するものです。 

また、「市町村障がい福祉計画」及び「市町村障がい児福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条
及び児童福祉法第３３条の２０に基づき、障害福祉サービス及び障害児通所支援等の種類ごとに必
要なサービス量の見込みを示す計画です。 
 
 
（２）各種計画における位置づけ 

市の最上位計画となる「鎌ケ谷市総合基本計画」をはじめ、福祉の上位計画となる「鎌ケ谷市地
域福祉計画※」の部門計画として位置づけます。 
■各種計画における位置づけ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

鎌ケ谷市総合基本計画 

  

鎌

ケ

谷

市

地

域

福

祉

計

画 

鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

鎌ケ谷市いきいきプラン・健康かまがや 21 

 

鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画 

その他関連計画 

鎌ケ谷市障がい福祉計画 

鎌ケ谷市障がい者計画 

鎌ケ谷市障がい児福祉計画 
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３ 計画の期間 
「障がい者計画」は、『第二期鎌ケ谷市障がい者計画』まで、その計画期間を１０年間としていまし

たが、近年の障がい者福祉分野を取り巻く環境の変化や制度改正などへ柔軟に対応するため、『第
３期鎌ケ谷市障がい者計画』は、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」２期分に対応する６年間
に改めます。 

また、『第６期障がい福祉計画』、『第２期障がい児福祉計画』は、これまで通り計画期間を３年間
とします。 
■計画の期間 

 

４ 計画の対象 
本計画において「障がい」とは、障害者基本法第２条第１号で定める「身体障害、知的障害、精神

障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも
の」を示すものとします。 

また、地域共生社会※の実現に向け、障がいの有無にかかわらず、市民、企業（事業所）、行政機
関などすべての個人及び団体に対し、相互に助け合い・支え合うための主体的な取り組みを求める
ものです。 

 

５ 計画の推進 
（１）計画の進行管理、情報公開 

本計画の進行管理にあたっては、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）を
繰り返すマネジメント手法である「PDCAサイクル」の考え方を活用し、計画の速やかな実行を図る
とともに、評価と改善を十分に行い、実効性のある計画を目指します。 

また、「鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会」を中心に、点検、評価を行い、その結果につい
て公表することとします。 

 
  

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい者計画 第３期 （６年間） 

障がい福祉計画 第６期 （３年間） 第７期（予定） 

障がい児福祉計画 第２期 （３年間） 第３期（予定） 
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■ＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（２）関係機関等の連携強化 

本計画の実現を図るため、保健や福祉、教育等の行政の各分野はもとより、基幹相談支援センタ
ー※を中核として相談支援事業所等が連携できるネットワークの構築に取り組むとともに、障害福祉
サービスや地域生活支援事業※の円滑な実施を進めます。 
 
（３）情報提供活動の充実 

各障害福祉サービスの認知度向上に努めるとともに、障がい者が情報を入手できるよう、さまざ
まな情報媒体を活用した情報アクセシビリティ※の向上により、障がい者福祉に関する情報を発信
します。 

 
（４）国・県への要望 

本計画の推進にあたっては、国や千葉県の動向を注視しつつ密接な連携を図りながら施策の推
進に取り組みます。また、地方公共団体の責務として、市民のニーズを的確に把握しながら、利用
者本位のよりよい制度の実施に向けて、国及び千葉県に対し必要な要望を行うとともに、行財政上
の措置を要請していきます。  

Action（改善） 
点検、評価の結果を踏まえた事業

の改善、障がい者施策への反映 

Plan（計画） 
市民参加による計画の策定 

 

Do（実⾏） 
サービス提供事業所、関係機関等

との連携による事業の実施 

Check（評価） 
主管課での現状把握、点検、評価 

鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協

議会における点検、評価 

 

計画の公表 

評価の公表 
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第２章  
障がい者福祉を取り巻く状況 

１ 障がいのある人の状況 
（１）障害者手帳所持者の状況 

障害者手帳所持者の推移をみると、増加傾向にあります。 
手帳別にみると、身体障害者手帳が約７割を占めていますが、平成２７年度から令和元年度にか

けての伸び率は精神障害者保健福祉手帳が最も高くなっています（１．４倍）。 
 

■鎌ケ谷市の障害者手帳所持者の推移 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

 

 

 

3,344 3,291 3,321 3,397 3,287

630 661 692
719

744

634 706
767

824 908

4,608 4,658
4,780

4,940 4,939

0

2,000

4,000

6,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）
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障害者手帳所持者の対総人口比をみると、身体障害者手帳は横ばいですが、療育手帳と精神
障害者保健福祉手帳は年々増加しています。 

 
■鎌ケ谷市の障害者手帳所持者の対総人口比 

 

資料：障害者手帳所持者は千葉県（各年度３月３１日現在）、総人口は住民基本台帳（翌年度４月１日現在） 

 

■鎌ケ谷市の総人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年度４月１日現在） 

  

3.06% 3.00% 3.03%
3.09% 2.99%

0.58% 0.60%
0.63%

0.65%

0.68%

0.58%
0.64% 0.70% 0.75%

0.83%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

13,904 13,673 13,458 13,205 12,990

66,501 66,189 66,020 66,006 65,919

29,010 29,813 30,304 30,739 31,129

109,415 109,675 109,782 109,950 110,038

0

50,000

100,000

150,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上）

（人）（人）
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（２）身体障害者手帳所持者の状況 
身体障害者手帳所持者の推移をみると減少傾向にあり、等級別では１級、４級の順で多くなって

います。 
 

■鎌ケ谷市の身体障害者手帳所持者数（等級別） 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

 

部位別にみると、肢体不自由、内部障がいの順で多く、聴覚・平衡機能障がいと内部障がいが増
加傾向にあります。 

 
■鎌ケ谷市の身体障害者手帳所持者数（部位別） 

 
資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

  

1,194 1,173 1,188 1,204 1,187

512 502 491 491 475

490 481 483 508
476

826
811 823

857
826

132
133 141

139

134

190
191 195

198

189

3,344
3,291 3,321

3,397

3,287

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）

重度 中度 軽度

188 183 187 183 170

222

223 229
233

231
61 58 56 57 55

1,862 1,817 1,796 1,810
1,726

1,011
1,010 1,053

1,114
1,105

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

視覚障がい 聴覚・平衡機能

障がい

音声・言語機能

障がい

肢体不自由 内部障がい

（人）（人）
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年齢別の割合をみると、６５歳以上が７割を占めているほか、１８歳未満と４０歳以上６５歳未満は
増加傾向にあります。 

 
■鎌ケ谷市の身体障害者手帳所持者（年齢別割合） 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

 

（３）療育手帳所持者の状況 
療育手帳所持者の推移をみると、等級別では軽度、重度の順で多く、いずれの等級も年々増加

しています。 
 

■鎌ケ谷市の療育手帳所持者数（等級別） 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

  

224 228 238 244 252

169 176
179

188
199

237
257

275
287

293

630

661

692

719

744

0

500

1,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

重度 中度 軽度
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年代別の割合をみると、１８歳以上が約７割を占めています。 
 

■鎌ケ谷市の療育手帳所持者（年齢別割合） 

 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 

 
（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移をみると年々増加しており、等級別にみると２級が多く
なっています。また、３級は平成２７年度から令和元年度にかけて約１．８倍となっています。 

 
■鎌ケ谷市の精神障害者福祉手帳所持者数（等級別） 

資料：千葉県（各年度３月３１日現在） 
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（５）自立支援医療（精神通院）受給者の状況 
自立支援医療（精神通院）※受給者の推移をみると、年々増加しています。 
 

■鎌ケ谷市の自立支援医療（精神通院）受給者数 

資料：市障がい福祉課 

 
（６）指定難病（特定疾患）等医療費助成受給者の状況 
指定難病（特定疾患）及び小児慢性特定疾病医療費助成受給者証保持者数の推移をみると、

年々増加しています。 
 

■指定難病（特定疾患）及び小児慢性特定疾病医療受給者証等保持者数 

 
資料：習志野保健所 
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第２部  
第３期鎌ケ谷市障がい者計画 
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第１章  
鎌ケ谷市の障がい者福祉を取り巻く課題と方向性 
平成２３年４月に策定した「第二期鎌ケ谷市障がい者計画」では、４つの基本目標を掲げ施策を

進めてきましたが、策定から１０年が経過し、障がい者福祉を取り巻く環境や法制度などは大きく変
化しています。 

本計画の策定にあたっては、前計画の趣旨や目的を踏まえつつも、これまでの施策体系にとらわ
れることなく、アンケート調査や、これまでの市の取組、国の動向などから鎌ケ谷市における課題を
分析し、新たな基本目標を設定しました。 

次頁以降の本計画における課題と方向性もこの考え方に従い「各種調査結果」、「これまでの市
の取組」、「全国的な動向」、「課題」、「基本目標」の順に記載しています。 

 
●アンケート調査結果の概要 

市内の障がい者の実情やニーズ等から、これまでの取組の成果と課題を把握し、計画策定にあ
たっての基礎資料として活用するため、アンケート調査を実施しました。 

 
●ヒアリング調査結果の概要 

当事者や支援をしている事業者の方から、現状・課題、取り組むべき方向性等を把握し、計画策
定にあたっての基礎資料として活用するため、ヒアリング調査を実施しました。 

調査対象 団体調査：市内当事者団体・家族会６団体 

事業者調査：障害福祉サービス提供事業所５５事業所 

調査期間 団体調査：令和２年６月８日～６月１９日、７月１日～７月２２日 

事業所調査：令和２年６月１５日～７月１０日 

調査方法 郵送または電子メールにて配布・回収 

回収結果 団体調査：６団体 

事業所調査：２７事業所 

  

調査地域 鎌ケ谷市全域 

調査対象者 市内在住の障害者手帳所持者及び難病等の対象疾病の該当者（約５，８００人） 

から２，０００人を無作為抽出 

調査期間 令和２年６月２４日～７月１０日 

調査方法 ・郵送配布、郵送及び web 上のシステムにて回収 

回収結果 １，０２５件（うち調査用紙による回答９８７件、web による回答３８件） 回答率５１．３％ 
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課題１ 多様化・複雑化するニーズへの分野横断的対応 

  
【アンケート調査から】 

１８歳未満の障がい者について、障がいに気づいたきっかけは、「病院などの医療機関による受診・健診」が

最も多く、次いで「家族による気づき」、「市が実施する健診」となっています。 

幼稚園、保育所、通園施設などに通ううえで重要なことは、「学習支援や介助など、園・学校生活のサポー

ト」が最も多く、次いで「送迎など、通園・通学のサポート」、「生活訓練や職業訓練など、専門的な指導」とな

っています。 

障がい者福祉に関する情報の入手先は「市役所の窓口」が最も多く、次いで「家族・友人・知人」、「医療機

関」となっています。悩みや困りごとの相談先は、「家族・友人・知人」が最も多く、次いで「医療機関」、「市役

所の窓口」となっています。 

市民のニーズは、医療・保育・教育・労働などの生活全般の各分野で、相互に関連していること
から、ライフステージ※を切れ目なく支援していくためには、他分野との連携による分野横断的な
支援体制が必要になっていることがうかがえます。また、横断的支援の入り口となる相談先につ
いては公的な窓口での相談の重要度が高いことがうかがえます。 

 

  

●相談窓口の充実・強化 
平成２９年に基幹相談支援センターを設置し、これまで障害福祉サービスなどの支援にうまく
つながれずにいた人に対しても、積極的な支援を行う体制を整えています。今後も支援を必要と
する人の増加が予測されることから、基幹相談支援センターを中心に、相談支援事業所等との連
携を強化していく必要があります。 
●切れ目のない支援体制 

障がいの早期発見と早期療育※体制の充実に向けて、乳幼児健診時に発達相談を実施し、継
続的な支援が必要な場合はこども発達センターにつなげる体制を整えており、多くの方に利用い
ただいています。また、ライフステージを通じて一貫した支援が受けられるようにするためのサポ
ートファイル※を平成２３年度から運用しています。 
●分野横断的な支援体制 

近年、障がい分野における支援を通じて、家族の介護の問題や、子どもの養育問題など、家庭
全体が複合的な問題を抱えているケースが本市においても増えています。障がい者地域自立支
援協議会の専門部会においても地域課題として検討を行っていますが、引き続き、障がい者福
祉、児童福祉、高齢者福祉といった既存の分野を横断的につなぐ支援体制の構築が求められて
います。 

  

各種調査結果 

これまでの市の取組 
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●平成３０年の社会福祉法の改正により、「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構
築が求められています。 
●障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定める新たな基本指針では、精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステム※の構築、発達障がい※者等支援の一層の充実、相談支援体制
の充実・強化等がポイントとして示されています。 

 

  

全国的な動向としても地域共生社会の実現が求められており、障がい者福祉・児童福祉・高
齢者福祉などが一体となった分野横断的支援の重要性が示されています。また、多様化・複雑化
する課題を「丸ごと」受け止められる体制の構築が求められています。 

本市ではこれまで、相談窓口の強化・充実、切れ目のない支援体制、分野横断的な支援体制
の構築について各施策を展開してきましたが、障害者手帳所持者は増加傾向にあるほか、身体
障害者手帳所持者の７割が高齢者となっているなど、今後支援の必要な人が増加することが予
測されます。分野を超えた横断的対応がより求められています。 

� 
▶▶基本目標１ 丸ごと受け止める包括的支援体制の構築 

障がい者やその家族を取り巻く環境における、多様化・複雑化する問題を受け止め、適切な支援
につなぐことができる相談支援体制の強化や、分野横断的な連携体制の構築に取り組みます。 

また、障がいの早期発見・早期治療に向けて、障がいの特性に応じた療育・教育や保護者の負担
軽減など切れ目のない支援を行っていきます。 

 
  

全国的な動向 

課題 
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課題２ 自立や社会参加に向けたサービス及び支援の提供 

  
【アンケート調査から】 

同居している人や主な介助者は家族が多くなっています。普段介助している人が介助できなくなったとき 

は、家族や親族、ホームヘルパーに頼むという回答が多くなっています。 

現在の生活の場所は自宅が多くなっており、今後も自宅での生活を希望する割合が高くなっています。 

現在または将来の不安は、「病気や障がいが悪化すること」が最も多くなっています。 

多くの方が自宅での生活の継続を希望している一方で、「病気や障がいが悪化すること」を不
安に思っていることがうかがえます。また、主な介助者である家族が介助できなくなったときには、
ホームヘルパーなどの、生活を維持するための公的なサービスへの期待が見受けられます。 
【アンケート調査から】 

医療行為を受けているかについて、「月に１～２回程度通院している」が最も多く、特に精神障害者保健福

祉手帳所持者で７割程度と、頻度が高い傾向にあります。健康管理や医療について困っていることは、「特

にない」が最も多く、次いで「専門的な治療を行う医療機関が近くにない」、「医療費の負担が大きい」となっ

ています。 

障がいによる通院や治療などで医療費の負担が大きくなっていることがうかがえます。 
【アンケート調査から】 

就労状況については、「仕事はしていない」がいずれの年代でも最も多く、次いで 40～64 歳では「正社員・

正職員」が、18～39歳では「アルバイト、パート、契約社員」となっています。さらに、18～39歳では「就労継

続支援」などの福祉的就労

※

が次いで多くなっています。 

働くときに困ることや不安なことは「特にない」が最も多く、次いで「収入が少ない」、「良い体調を維持するの

が難しい」となっています。 

障がい者に対する差別・偏見を感じることとして「仕事」、「収入」が多くなっています。 

就労状況は４０～６４歳で「正社員・正職員」が２番目に多いのに対して、１８～３９歳までの若年
者では「アルバイト、パート、契約社員」が２番目に多く、続いて福祉的就労が多くなっています。
若年者では働くことの必要性を感じつつも雇用が不安定になっていることがうかがえます。 

また、働くときに困ることとして「収入が少ない」が、差別・偏見を感じることとして「仕事」、「収
入」が多くなっていることから、収入や仕事の内容への満足度も高くない状況が見受けられます。 
【アンケート調査から】 

外出時に困ることについて、「特にない」が最も多く、次いで「困った時にどうすればよいか心配」、「道路や駅

に階段や段差が多い」となっています。 

安心して外出ができるように、ソフト・ハード両面からのバリアフリー※が求められていることが
うかがえます。 

  

各種調査結果 
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●地域生活を支えるサービスの充実 
地域生活支援拠点※等の整備の一環として市内で不足しているショートステイの確保を図りま

した。また、グループホームについては、年々増加しており需要を満たしている状況ですが、親亡
き後を見据えて、今後も適切に整備促進に取り組む必要があります。 
●医療費負担への支援 

自立支援医療費の給付、重度障がい者（児）医療費助成、難病患者の援助金、精神障がい者
入院費助成など医療費負担の軽減に取り組んできました。 
●就労支援 
就労支援機能の充実に向けて、障害者就業・生活支援センター※やハローワーク※等専門機関

との連携により、専門的な見地からの助言や情報交換を行っています。また、福祉的就労の機会
の拡充のため、地域活動支援センター※に補助金を交付し生産活動の機会の提供などの支援を
行っています。 
●バリアフリーの推進 
道路・交通のバリアフリー化の推進について、市内の道路整備及び歩道の段差解消に取り組
んでいるほか、コミュニティバス等の運行事業者への一部補助などにより公共交通網の充実を
図っています。情報アクセシビリティの向上に向けては、声の広報や手話通訳者・要約筆記※者派
遣事業など、障がい特性に適した情報の提供が可能となるよう努めました。一方で、手話通訳
者・要約筆記者の新規登録者は少なくなっています。 
 

  

●障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定める新たな基本指針では、障害福祉サー
ビス等の質の向上、障がい者福祉人材の確保、地域における生活の維持及び継続の推進、福祉
施設から一般就労への移行、障がい者の社会参加を支える取組がポイントとして示されていま
す。 
●平成３０年に障害者文化芸術推進法施行、平成３１年に国の障害者文化芸術推進計画が策定さ

れています。 
  

これまでの市の取組 

全国的な動向 
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障がい者がその意思に基づき、可能な限り地域の中で安心して自立した生活を送るためには、
日常生活における支援が不可欠となります。 

アンケートでは、自宅で家族と暮らすことを望む障がい者が多くなっており、希望に応じた生活
を実現するための地域生活を支えるサービスの充実が重要となっています。 
医療の面からは、「医療費の負担が大きい」という意見が一定数みられ、通院の頻度も精神障

がい者で特に高い傾向にあり、支援をしていく必要があります。 
また、自立した生活を送るためには、本人に適した形で就労ができるようにサポートをしていく

ことが重要になります。 
障がい特性や希望に応じた社会参加を促すためには、ソフト・ハード双方のバリアフリーが重

要となっています。 

� 
▶▶基本目標２ 個性や能力を伸ばし自立した生活を支えるしくみづくり 

障がい者の自立した生活の実現に向けて、適切な在宅サービスの利用促進、グループホームの
整備など、地域生活を支えるサービスの充実に取り組みます。また、医療を安心して受けることがで
きるよう、公費負担医療を継続するとともに、健康づくりへの支援に取り組みます。 

また、障がい者それぞれが希望する働き方を実現し、その個性と能力を最大限に発揮することが
できるよう、就労支援に取り組みます。 

さらに、障がい者の社会参加促進に向けて、市内のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン※化の
推進や、情報アクセシビリティの向上に取り組みます。  

課題 
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課題３ 住民主体で助け合う地域づくり 

  
【アンケート調査から】 

障がい者に対する差別・偏見について、約半数が「ある」と回答しています。具体的には「地域の人の接し方

や態度」、「仕事」、「収入」が高くなっています。 

障がい者の約半数が差別・偏見が「ある」と回答していることから、障がいに対する理解が不
十分であることがうかがえます。 
【アンケート調査から】 

災害時に避難できない時、手助けしてくれる人が「いる」は約８割、「いない」は約１割となっています。 

【団体ヒアリングから】 

災害等非常時の情報伝達、地域との連携体制や福祉避難所の開設の時期などに対する不安が挙げられ

ています。 

障がい者やその支援者が災害時の避難などに不安を抱いていることがうかがえます。 
【アンケート調査から】 

社会活動、余暇活動で行ったことがあるものは「旅行」が最も多く、次いで「コンサートや映画鑑賞、スポーツ

観戦」、「学習や趣味の活動」となっており、今後行ってみたいものも同様の傾向となっています。参加するた

めに必要な条件は、「身近なところで活動できる」、「友人や仲間がいる」が多くなっています。 

【団体ヒアリングから】 

メンバーの高齢化や新しい会員が集まらないなどの課題があるとの意見が多く挙げられています。 

社会活動や余暇活動について、参加するために必要な条件として「身近なところで活動でき
る」、「友人や仲間がいる」が高くなっていることから、引き続き市内で活動する障がい者の当事
者団体やサークルに対する支援を行う必要があります。また、団体においては、次の世代の担い
手不足の問題が顕著になっていることがうかがえます。 

 

  

●障がいに対する理解促進 
障がいへの理解の促進に向けては啓発リーフレットの作成・配布のほか、市内小中学校の特
別支援学級に在籍する児童生徒の学習の成果を地域へ発信し、交流活動の推進に取り組んで
います。また、職員研修の実施や差別解消支援地域協議会機能の設置に取り組みました。 
権利擁護※体制の推進に向けては、成年後見制度※の啓発及び普及、相談支援を行っていま

す。 
●防災体制の充実 

地域防災体制の推進に向けて、障がい者に特化した福祉避難所として、事業所との協定を締
結したほか、災害時における情報伝達体制の確立に向けて、コミュニケーション支援ボードの作
成・設置など、障がい特性に配慮した情報提供事業の普及に努めています。 

また、避難行動要支援者※が災害時に地域内で避難支援を受けられるよう、避難行
動要支援者名簿の更新を通じた地域での支援体制づくりに努めています。 

各種調査結果 

これまでの市の取組 
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●社会活動・余暇活動への支援 
障がい者の当事者団体等への支援のため、団体への補助金の交付等を行っています。また、

団体活動やサークル活動のための活動場所の提供や、公共施設の利用料の割引制度を設けて
います。 

年に一度、福祉健康関係団体やボランティア団体等の活動普及や発表の場として、福祉健康
フェアを開催し、障がい分野からも多くの団体やサークルが参加しています。障がい者の当事者
団体については新規加入者が少なく、高齢化による担い手不足が課題となっています。 
 

  

●平成２８年に「障害者差別解消法」が施行されています。 
●地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として地域に参画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つ

ながる「地域共生社会」の実現を目指しています。 
●全国各地で自然災害が発生しています。 

 

  
地域共生社会の実現には、これまでの「支援する」「される」という考え方ではなく、それぞれがで

きることに取り組み、支え合い地域の中で生きがいを持って暮らしていくことが不可欠になります。 
アンケートでは、地域の人々の障がい者に対する理解が不十分であり、引き続き障がいへの理
解促進や、合理的配慮の提供について啓発を行っていく必要があります。 

また、災害等の緊急時においては、地域住民同士での支え合いが重要となりますが、アンケート
から手助けをしてくれる人がいないという回答が１割に達しており、障がい者が取り残されることの
ない支え合いによる防災体制の充実に向けたしくみづくりが重要になります。 

生きがいを持って暮らしていくためには、社会活動や余暇活動などの社会参加を通じて個性や
能力を伸ばしていくことが重要になります。そのためには、身近な場所で障がい特性や希望に応じ
た、活動への参加の機会を確保していくことが必要になります。 

� 
▶▶基本目標３ みんなの理解と協働のあるまちづくり 

障がい者が身近な地域で安心して生活できるよう、障がいに対する理解促進と、差別の解消、合
理的配慮の提供に向けた周知・啓発活動に取り組むとともに、障がい者の権利擁護に取り組んで
いきます。 

また、障がいの有無にかかわらず、日常的に支え合いながら安心して社会で共に暮らしていくこ
とができるよう、障がいに配慮した災害等の緊急時の助け合いや地域における見守り活動などの
防災・防犯体制を構築していきます。 

さらに、自分らしい暮らしの実現に向けて、生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動等の社会
活動や余暇活動への支援を行っていきます。  

全国的な動向 

課題 
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第２章  
施策の体系と展開 

１ 計画の基本理念 
鎌ケ谷市基本構想では、保健・福祉分野における基本目標として、『誰もが健康でいきいきと暮

らせるまち』を目指しており、住民相互の支え合い機能と公的支援の連携強化による地域共生社会
の形成や、年代や障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に取り組んで
います。 

このような考え方を踏まえ、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに尊重し支え合い、地域で
安心してともに生活を送ることができるよう、本計画における基本理念を次のとおり定めます。 

 

障がいのある人もない人も、 
お互いを尊重し支え合う共生のまち 
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２ 施策の体系 
 基本理念  

障がいのある人もない人も、お互いを尊重し支え合う共生のまち 
 

 基本目標１  
丸ごと受け止める 
包括的支援体制の構築 

  施策１-１ 相談支援体制の充実   
  施策１-２ 療育支援と障がいの重度化・重複化予防の推進   
  施策１-３ 保育・教育の充実    

 

 基本目標２  
個性や能力を伸ばし自立した
生活を支えるしくみづくり 

  施策２-１ 福祉サービスの充実    
  施策２-２ 生活の場の確保    
  施策２-３ 医療・健康づくりへの支援   
  施策２-4 働く場の拡充    
  施策２-５ 障がい者が暮らしやすいまちづくりの推進   

 

 基本目標３  
みんなの理解と協働のある 
まちづくり 

  施策３-１ 障がいへの理解と交流の促進    
  施策３-２ 地域の安全と安心の確保    
  施策３-３ 社会活動・余暇活動の推進   
  施策３-４ 障がい者の権利擁護・虐待防止の推進    
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第３章  
施策の展開 

基本目標１ 丸ごと受け止める包括的支援体制の構築 
施策１-１ 相談支援体制の充実 

障がいのある人が安心して地域生活を送るためには、本人や家族の意向を尊重し、必要とす
る支援に適切につなげる相談支援の役割が重要です。 

そのため、身近な地域で気軽に相談できる相談窓口を充実するとともに、一人ひとりの心身の
状況や意向等を踏まえて、適切な支援につなぐことのできる連携体制を強化します。 

また、多様化する相談ニーズに対応するため、相談支援専門員・計画相談員などの資質の向
上、専門的知識の習得を図ります。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 相談窓口の

充実 

① 基幹相談支援センターを中心に関係機関と連携して

相談体制を強化し、障がい者を地域全体で支援する

協力体制を構築します。 

② 相談支援専門員等の研修を行い資質の向上を図ります。 

③ 子育て、心身障がいに関することなど、１８歳未満の児

童その家庭に関する総合的な相談支援を行います。 

④ こども発達センターにおいて、障がい児やその家族の

状況に応じ、関係機関と連携を図り、きめ細かな相談

支援を行います。 

障がい福祉課 

こども総合相

談室 

こども発達セン

ター 

(２) 障 が い者 相

談 員

※

の 周

知 

① 市内の障がい者相談員について周知に努め、活用を

促進します。 

障がい福祉課 

(３) ひきこもり支

援 

① 相談に応じて必要な支援につなげるため関係機関と連

携して対応します。 

障がい福祉課 

健康増進課 

社会福祉課 

(４) 地域生活支

援拠点の機

能充実 

① 地域生活支援拠点として「緊急時の受け入れ・対応」、

「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」などの

機能の充実を図ります。 

障がい福祉課 

 

(５) 包括的支援

体制の構築 

① 自立支援協議会において分野を超えた包括的支援体

制の構築を推進します。 

障がい福祉課 
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施策１-２ 療育支援と障がいの重度化・重複化予防の推進 
障がいのある子どもの成長・発達には、乳幼児期から学童期に至るまでの早い段階で障がい

を発見し、適切な療育につなげることが重要となっています。 
そのため、健康診査等での早期発見に努めるとともに保護者及び関係機関との連携による支

援の強化を推進します。 
また、相談や指導、負担軽減など保護者への支援を行うとともに、多様化する障がいに対応す

ることができるよう、こども発達センターを中心としたサポート体制の整備を推進します。 
 

取組 内容 担当課等 

(１) 妊婦及び乳

幼児健康診

査 と 相 談 体

制の充実 

① 疾病の早期発見・早期治療及び安心して子どもを生み

育てられるよう、妊婦・乳幼児健康診査や健康相談等

を実施します。 

健康増進課 

(２) 乳幼児健診

後 の指 導の

充実 

① 乳幼児健診時において何らかの支援が必要と判断さ

れた乳幼児に対し、専門職による発達相談を実施しま

す。 

② 必要に応じてこども発達センター等の利用につなげま

す。 

健康増進課 

(３) 発達段階に

応 じ た 療 育

体制の充実 

① ライフステージを通じて一貫した支援が行えるよう、サ

ポートファイルを活用し、保健、医療、福祉、保育、教

育等と支援に関する情報の共有化に取り組みます。 

こども発達セン

ター 

(４) 療 育 支 援 と

児童発達支

援の充実 

① 個々の状況に合わせて、基本的な生活習慣の自立・

社会性・身体機能の発達を促すよう通所による支援を

行います。 

こども発達セン

ター 
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施策１-３ 保育・教育の充実 
障がいのある子どもが、自分の能力に応じて自分らしく生活するためには、個々に応じた適切

な支援を行うことができる保育・教育環境の充実が重要となります。 
そのため、保育や教育に関わる人の資質向上を図るとともに、多様な障がいに対する理解を
深めるための研修機会を充実します。 

また、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、多様な学習の場の確保に取り組みます。 
 

取組 内容 担当課等 

(１) 保育士、放課

後児童支援員

の専門性の向

上 

① 保育士、放課後児童支援員等を対象に、障がい児

対策に特化した計画的な研修体制を確保し、質の向

上を図ります。 

幼児保育課 

こども支援課 

(２) 保育園、幼稚

園、学校等の

訪問支援の充

実 

① 保育園、幼稚園、学校などに専門職員が訪問し、集

団に適応できるように、一人ひとりの発達の特性に合

わせた支援を行います。 

こども発達セ

ンター 

(３) 適切な就学支

援の推進 

① 障がい特性と実態に合わせた適切な就学となるよう、

保護者への説明会を実施します。 

② 特別支援学級を希望する保護者や児童に対して見

学及び体験を実施します。 

学校教育課 

(４) 個別の教育支

援計画

※

及び

個別の指導計

画

※

に基づく教

育の推進 

① 学校と他の療育機関等との連携のもと、障がいのある

子ども一人ひとりのニーズを把握し、保護者の意見を

踏まえた個別の教育支援計画及び個別の指導計画

を策定します。 

学校教育課 

(５) 特別支援教育

の充実 

① 障がいへの理解促進と適切な指導のための教職員

研修を実施します。 

② 通常学級に在籍している児童生徒で特別な支援を

必要とする子どもにきめ細かく対応するため、非常勤

講師（ほほえみ先生）を配置します。 

学校教育課 
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基本目標２ 個性や能力を伸ばし自立した生活を支えるしくみづくり 
施策２-１ 福祉サービスの充実 

障がいのある人の日常生活を支えるためには、在宅におけるサービスや日中活動におけるサ
ービス、必要な用具の給付など、様々な障がい特性や年齢に応じたサービスの提供が求められ
ます。 

そのため、多様なニーズを把握した上で、サービスの普及と利用促進に取り組みます。 
 

取組 内容 担当課等 

(１) 自立支援協

議会の充実 

① 関係機関の情報共有により、障がいのある人の課題解

決に向けた協議を行います。 

障がい福祉課 

(２) 在宅支援の

充実 

① 居宅介護・重度訪問介護・重度障がい者等包括支援

等のサービスを適切に提供し、障がい者それぞれのニ

ーズへの対応に取り組みます。 

② 障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、重

症心身障がい者児の短期入所や障がい者の日中の居

場所を確保します。 

③ 家族介護者の社会参加や、休息（レスパイト

※

）のため

の事業を推進します。 

障がい福祉課 

(３) 日常生活用

具や補装具

※

の給付等の

充実 

① 日常生活用具や補装具について、情報提供に努める

とともに、内容の見直しを行います。 

障がい福祉課 

(４) 外出支援の

充実 

① 移動支援、同行援護、行動援護などのサービスを適

切に提供し、障がい者の外出を支援することで、社会

参加の機会を推進します。 

② 福祉タクシー券などの移動手段に対する助成制度によ

り外出を支援します。 

障がい福祉課 
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施策２-２ 生活の場の確保 
住まいは、地域生活において基盤となるものであり、障がいのある人の高齢化や障がいの重

度化、「親亡き後」などに対応できる生活の場の確保などが求められています。 
そのため、グループホームの整備や居住環境の改善支援により、自立して生活できる住まいの
確保を推進します。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) グル ープホ

ーム整備促

進 

① 障がい者の施設から移行した後の生活の場を確保す

るため、グループホームの整備促進を図ります。 

障がい福祉課 

(２) 住宅改修に

関 す る経済

的支援 

① 障がい者の日常生活の向上のために必要な住宅改造

の費用の一部助成を行います。 

障がい福祉課 

 
施策２-３ 医療・健康づくりへの支援 

障がいのある人の身体や心にかかる負担を軽減し、心身の健康を維持・増進するためには医
療・健康づくりへの支援に取り組む必要があります。 

そのため、健康診査や健康相談等、健康維持のための保健活動に取り組みます。 
また、心身機能の維持向上にかかる医療費の負担軽減等、障がいの特性に応じた適切な支援

を行います。 
 

取組 内容 担当課等 

(１) 学校保健の

充実 

① 発達段階に応じた健康教育の推進と健康診査の充実

を図ります。 

学校教育課 

(２) 疾病の早期

発見と予防 

① 生活習慣病などの疾病の早期発見を行うため、健康

診査や各種がん検診の充実と受診率の向上、結果後

フォローアップ体制等の充実に取り組みます。 

健康増進課 

保険年金課 

(３) 医 療給付 ・

医療費助成

の充実 

① 障がいの軽減・回復・治療等に要した費用の一部を自

立支援医療により助成します。 

② 重度障がい者の医療費の助成について、県の制度に

基づき実施します。 

③ 難病患者への援助金支給、精神障がい者への医療費

の一部助成を行います。 

障がい福祉課 
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施策２-４ 働く場の拡充 
障がいのある人の就労に向けては、それぞれの個性と能力に応じた多様な就労形態を提供す

ることが重要です。 
そのため、一般就労への移行支援や福祉的就労の場の提供など、一人ひとりの希望に応じた
就労機会の充実に努めるとともに、一般企業が障がい者雇用を推進することができるよう、関係
機関との連携強化を行います。 

また、「障害者優先調達推進法」に基づき、障がい福祉施設からの物品・サービスの優先調達
を推進します。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 就労支援機

能の充実 

① 就業を希望する障がい者に対して、就労相談を実施し

ます。 

② 自立支援協議会を通じて、ハローワークなどの関係機

関とのネットワーク強化に取り組みます。 

③ 障がい者が起業する際の資金の融資の周知普及、利

用促進に取り組みます。 

障がい福祉課 

商工振興課 

(２) 福祉的就労

の 機会の拡

充 

① 地域活動支援センターへの支援などを通じて、地域で

の生産活動の機会充実に取り組みます。 

障がい福祉課 

(３) 一般就労の

機会の拡充 

① 障がい者雇用の促進に向け、ハローワークや商工会等

との連携強化に取り組みます。 

障がい福祉課 

 

(４) 公的機関の

福祉施設等

への発注機

会の促進 

① 市における物品購入等の際に、障がい者を雇用する事

業者等の活用を促します。 

障がい福祉課 
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施策２-５ 障がい者が暮らしやすいまちづくりの推進 
障がいのある人一人ひとりが、情報の入手に困難を感じることなく、必要な際に必要な情報を
入手し、適切な支援に結び付くことが重要となります。 

そのため、広報紙の音訳、市ホームページの読み上げ機能などによる効果的な情報提供、多
様なコミュニケーション手段による情報アクセシビリティの充実に取り組みます。 

また、障がいのある人の行動範囲を広げ、社会参加を促進するため、道路整備や公共施設の
バリアフリーやユニバーサルデザイン化、移動手段の拡充に取り組みます。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 情報アクセシ

ビリティの充

実 

① 声の広報など、障がい特性に適した情報の提供に取り

組みます。 

② 手話通訳者、要約筆記者の派遣及び養成に取り組み

ます。また、障がいに応じた意思疎通支援のあり方も検

討します。 

③ 情報通信技術を活用した情報提供のあり方を検討しま

す。 

広報広聴室 

障がい福祉課 

(２) バリアフリー

化の推進 

① 道路整備や歩道の段差解消を計画的に推進します。 

② 路上障害物の撤去を推進し、安全な歩行空間の確保

に取り組みます。 

③ 公共施設の新設、建て替え時に、ユニバーサルデザイ

ンに即した利用しやすいものとなるよう取り組みます。 

④ 市内または周辺地域のバリアフリー情報を掲載する鎌

ケ谷市バリアフリーマップの管理・運営を行います。 

道路河川管理

課 

道路河川整備

課 

契約管財課 

社会福祉課 

施設管理者 

(３) 市内循環バ

ス の 利便性

の向上 

① 市内コミュニティバスの利便性向上と利用促進に取り

組みます。 

都市計画課 
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基本目標３ みんなの理解と協働のあるまちづくり 
施策３-１ 障がいへの理解と交流の促進 

地域共生社会の実現には、誰もが障がいに関する正しい知識を持ち、福祉についての理解を
深め、助け合い・支え合う地域づくりを推進していくことが重要です。 

そのため、広く市民に向けて障がいに関する情報提供を行うとともに、「障害者週間」などにお
いて、啓発活動を推進します。 

また、生涯を通じて障がいに対する理解を深めることができるよう、学習機会の充実を図りま
す。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 広報活動の

充実 

① 「障害者週間」などに合わせて、パンフレットなど多様な

媒体を活用して、障がいに対する正しい理解や、障害

者差別解消法等の普及に取り組みます。 

② ヘルプマーク

※

の周知を図ることで、見た目では分から

ない障がいの存在や配慮の必要性についても周知を

図ります。 

障がい福祉課 

(２) 学校教育等

における意識

啓発 ・交流

活動の推進 

① 小・中学校における福祉体験学習や人権教育を推進

するとともに、障がい児等と地域の交流機会の充実を

図ります。 

② こども発達センターにおいて、保育園との交流保育を

実施し、子ども達が共に成長できるように支援していき

ます。 

学校教育課 

こども発達セン

ター 

(３) 地域における

福 祉 教 育 ・

交流機会の

充実 

① 障がい者団体が参加する交流イベントなどへの支援を

行います。 

② かまがやまなびぃ大学などを活用した福祉教育を推進

します。 

社会福祉課 

障がい福祉課 
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施策３-２ 地域の安全と安心の確保 
障がいのある人が安心して日常生活を送るためには、地域住民の助け合い・支え合いによる

見守り活動など、公的なサービス以外の部分での支援が重要となります。 
そのため、地域や事業所等との連携により、障がいのある人への日頃の見守り活動の充実を
図ります。 

また、障がいのある人をはじめとする、一人で避難することが困難な方は、災害時において特
別な配慮が求められます。 

そのため、地域住民と協力した支援を行うことができるよう、関係団体との連携を図り、災害時
における情報伝達や避難誘導、避難所における生活など、障がいのある人に配慮した防災対策
を推進します。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 地域で見守

る 体 制 の 充

実 

① 地域住民の相談に応じ、必要な援助を行えるよう、民

生委員・児童委員と連携を図ります。 

社会福祉課 

[社会福祉協

議会] 

(２) 地域防災等

体制の強化 

① 避難訓練等へ障がい者の参加を促し、防災・防火意

識の高揚と地域防災体制の強化を図ります。 

障がい福祉課 

安全対策課 

(３) 災害時 に お

け る 情 報伝

達体制の確

立 

① 「かまがや安心ｅメール

※

」や「Ｎｅｔ１１９

※

」などにより、

障がい者を含めた要配慮者

※

に対する情報伝達体制

の強化に取り組みます。 

② 避難所において意思疎通が難しい人への補助ツール

となるコミュニケーション支援ボードの周知普及に取り

組みます。 

障がい福祉課 

安全対策課 

警防課 

(４) 要配慮者避

難体制の確

立 

① 避難行動要支援者について情報収集・名簿作成を行

い、名簿の運用・管理や地域での支援体制の強化に

取り組みます。 

② 避難行動要支援者避難支援制度の継続的な周知普

及に取り組みます。 

③ 災害時に障がい者の生活環境が確保されるように、福

祉避難所の円滑な運営に取り組みます。 

④ 福祉施設との協定などにより福祉避難所の確保に取り

組みます。 

社会福祉課 

障がい福祉課 

高齢者支援課 
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施策３-３ 社会活動・余暇活動の推進 
障がいのある人が地域において社会参加を進める際には、障がいのある人同士の交流や、お

互いに立場や考えを分かち合うことができる場が重要となります。 
そのため、ボランティア団体やＮＰＯ法人※など、障がいのある人への支援を行う団体が地域で

活躍できるよう、活動への支援を行います。 
また、当事者団体・家族会の活性化に向けた支援を行うとともに、障がいのある人もない人も
交流できる場や、様々なつどいの場を提供することで、地域の交流の場を確保します。 

さらに、新型コロナウイルス感染症による社会環境の変化に対応しつつ、障がいのある人の豊
かな生活の充実に向けて、スポーツ・レクリエーション、生涯学習・芸術活動などの余暇活動に自
主的・積極的に参加できる機会の確保に取り組みます。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 団体活動へ

の支援 

① ＮＰＯ法人やボランティア団体が実施する障がい者のた

めの学習活動や余暇活動を支援します。 

② 障がい者団体等の自主的活動、団体・家族会同士の

交流や連携強化に向けた支援を行います。 

障がい福祉課 

(２) スポーツ・レ

クリエーション

活動の拡充 

① 障がい者が取り組むスポーツやレクリエーション活動を

支援します。 

② 障がい者を対象とした各種講座を「新しい生活様式」に

対応しながら継続して開催します。 

③ 障がいのある人とない人が共に楽しめる活動機会の充

実に取り組みます。 

障がい福祉課 

(３) 日常活動 ・

学習成果の

発表機会の

充実 

① 福祉健康フェアなど福祉健康関係団体、ボランティア

団体等の日常活動の紹介や、学習成果発表の機会の

充実に取り組みます。 

社会福祉課 

障がい福祉課 

(４) ボランティア

の 支 援 と 連

携機能の強

化 

① ボランティア団体に対する活動支援を行います。 

② 社会福祉協議会等と連携しボランティア団体の育成に

取り組みます。 

障がい福祉課 

[社会福祉協

議会] 
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施策３-４ 障がい者の権利擁護・虐待防止の推進 
障がいのある人の権利を守るためには、財産管理や契約の代行など、判断能力が十分ではな

い人に向けた保護や支援が重要となります。 
そのため、判断能力が十分でない人の権利を守る成年後見制度について、本人や家族、支援

者などに対し制度の周知と普及を図ります。 
また、虐待は被害者の心と身体を深く傷つける重大な人権侵害であり、根絶に向けた取組を
強化していく必要があります。 

 
取組 内容 担当課等 

(１) 成年後見制

度の 周 知 と

活用 

① 成年後見制度の広報やパンフレットの配布等による周

知普及に取り組みます。 

② 必要に応じて市長申立て制度などを活用します。 

障がい福祉課 

(２) 虐待防止体

制の充実 

① 障がい者虐待防止センターを中心に関係機関と連携

し虐待の防止、早期発見に取り組みます。 

② 研修会に参加するなど職員の資質の向上を図ります。 

障がい福祉課 
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第３部 
第６期鎌ケ谷市障がい福祉計画 
第２期鎌ケ谷市障がい児福祉計画 
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第１章  
障がい者福祉の充実のための成果目標 

１ 福祉施設から地域生活への移行 
■成果目標の考え方 

 

項目 数値 備考 
令和元年度末時点の施設入所者数 ４９人 令和元年度末の人数 

■成果目標 

 
 
  

国の指針 
(１) 令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行する。 
(２) 令和５年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数か

ら 1.6％以上削減することを基本とする。 
鎌ケ谷市の 

方針 
国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して設
定する。 

項目 数値 備考 

(１) 地域生活移行者 ３人 
令和５年度末までに地域生活へ移行す
る人の目標人数 
令和元年度末時点の施設入所者数の
６％以上にあたる３人を設定 

(２) 施設入所者の削減 １人 
令和５年度末までに削減する施設入所
者数 
令和元年度末時点の施設入所者数の 
１．６％以上にあたる１人を設定 
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２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
■成果目標の考え方 

 

３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 
■成果目標の考え方 

■成果目標 

○参考（第５期計画検証結果） 

  

国の指針 

(１) 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平
均を 316日以上とすることを基本とする。【新規・目標設定都道府県】 

(２) 令和５年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（65 歳以上・
未満）の設定。【目標設定都道府県】 

(３) 精神病床における早期退院率に関して、入院後３か月時点の退院率につい
ては 69％以上、入院後６か月時点の退院率については 86％以上及び入院
後１年時点の退院率については 92％以上とすることを基本とする。【目標設
定都道府県】 

鎌ケ谷市の 
方針 

国の基本指針や県の方針、成果目標を踏まえて、地域包括ケアシステム構築の
ため引き続き保健・医療・福祉関係者による協議を継続する。 
また、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して精神障がいにも対応した地域包括ケア
システムの構築の活動指標（６６ページ参照）を設定する。 

国の指針 
地域生活支援拠点等について、令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域に１
つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検
討することを基本とする。 

鎌ケ谷市の 
方針 

地域生活支援拠点については、中心となる相談機能を「面的整備型※」として確
保したことから、地域生活支援拠点の他の機能（緊急時の受け入れ・対応機能、
体験の機会・場の機能など）について、充実を図っていく。 

項目 目標 

地域生活支援拠点の機
能の充実 

令和５年度末までに、地域生活支援拠点として備える機能（緊急時
の受け入れ・対応機能、体験の機会・場の機能、専門的人材の確
保・養成の機能、地域の体制づくりの機能）の充実を図ります。 

項目 目標値 実績値 
地域生活支援拠点等の整備 １か所 １か所 



38 

４ 福祉施設から一般就労への移行等 
■成果目標の考え方 

 

■成果目標（項目番号は成果目標の考え方の国の指針の番号と対応しています） 

  

国の指針 

(１) 令和５年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令
和元年度実績の 1.27倍以上とすることを基本とする。 

(２) 併せて、就労移行支援事業、就労継続支援 A 型事業及び就労継続支援 B
型事業のそれぞれに係る移行者数の目標値を定めることとし、それぞれ令
和元年度実績の 1.30 倍以上、概ね 1.26 倍以上及び概ね 1.23 倍以上を
目指すこととする。【新規】 

(３) 令和５年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のう
ち７割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。【新規】 

(４) 就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以
上とすることを基本とする。【新規】 

(５) このほか、大学在学中の学生の就労移行支援事業の利用促進、就労継続支
援事業等における農福連携の取組の推進及び高齢障がい者に対する就労
継続支援Ｂ型事業等による支援の実施等を進めることが望ましい旨を記載
する。【目標設定都道府県】 

鎌ケ谷市の 
方針 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して設
定する。 

項目 数値 備考 
令和元年度中に就労移行支援事業等を
通じた一般就労への移行者数 ３０人 令和元年度末の人数 
うち就労移行支援事業の一般就労移行者
数 ２３人 令和元年度末の人数 
うち就労継続支援Ａ型事業の一般就労移
行者数 ６人 令和元年度末の人数 
うち就労継続支援B型事業の一般就労移
行者数 １人 令和元年度末の人数 

項目 数値 備考 

(１) 令和５年度中に就労移行支援事業等
を通じた一般就労への移行者数 40人 

令和５年度に福祉施設を退所し、一般
就労すると見込まれる人数。令和元年
度実績の 1.27倍以上 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等 
■成果目標の考え方 

■成果目標（項目番号は成果目標の考え方の国の指針の番号と対応しています） 
項目 目標 

(１) 児童発達支援センターの設置 既に設置済みであるため維持継続
します。 

  

(２) うち就労移行支援事業の一般就労移
行者数 30人 令和元年度実績の 1.30倍以上 

(２) うち就労継続支援 A 型事業の一般
就労移行者数 ８人 令和元年度実績の 1.26倍以上 

(２) うち就労継続支援B型事業の一般就
労移行者数 ２人 令和元年度実績の 1.23倍以上 

(３) 令和５年度の就労移行支援事業等を
通じた一般就労への移行者のうち就
労定着支援事業利用者数 

就労定着支援事業利用者を７割以上とします。 

(４) 令和５年度の就労定着支援事業所の
就労定着率 

就労定着率８割以上の事業所を全体の７割以上と
します。 

国の指針 

(１) 令和５年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なく
とも１か所以上設置することを基本とする。 

(２) 令和５年度末までに児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する
等により全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築
することを基本とする。 

(３) 令和５年度末までに難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保
することを基本とする。【新規・目標設定都道府県】 

(４) 令和５年度末までに主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業
所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも１
か所以上確保することを基本とする。 

(５) 令和５年度末までに医療的ケア児※支援のための関係機関の協議の場を設
けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーター※を配置することを
基本とする。【一部新規】 

鎌ケ谷市の 
方針 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して設
定する。 
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(２) 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 既に整備済みであるため維持継続
します。 

(４) 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事
業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

既に確保済みであるため維持継続
します。 

(５) 医療的ケア児支援について連携を図るための協議の
場の設置 

既に設置済みであるため維持継続
します。 

(５) 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 設置に向けて検討を進めます。 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等 
■成果目標の考え方 

 

７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る 
体制の構築 

■成果目標の考え方 

  

国の指針 
令和５年度末までに各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の
実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とす
る。 

鎌ケ谷市の 
方針 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して相
談支援体制の充実・強化の活動指標（68ページ参照）を設定する。 

国の指針 令和５年度末までに都道府県及び市町村において障害福祉サービス等の質を向
上させるための取組を実施する体制を構築することを基本とする。 

鎌ケ谷市の 
方針 

国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、鎌ケ谷市の実績や実情を加味して障
害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制を構築するための活
動指標（６９ページ参照）を設定する。 
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第２章  
障害福祉サービス・障害児通所支援等・ 

地域生活支援事業の見込み 
１ 障害福祉サービスの見込み量 
（１）訪問系サービス 
① 居宅介護（ホームヘルプ） 
■内容 

自宅で入浴や排せつの介護、家事援助を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績が増加していることや施設・病院から在宅に移行する障がい者の増
加等を踏まえ、毎年度２人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令 和元年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 

実利用者数 

（１月あたり） 

88人 90人 92 人 1１2 人 114人 116人 

延利用時間 

（１月あたり） 

1,056 時間 1,080 時間 1,104 時間 1,120 時間 1,140 時間 1,160 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込） 
 

平成 30 年度 令 和元年 度 令 和 ２ 年 度 
   

実利用者数 103人 108人 110人    

延利用時間 1,040 時間 1,080 時間 1,100 時間    
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② 重度訪問介護 
■内容 
重度の障がいのため常に自宅で入浴、排せつ、食事の介護や外出時の移動の介護等を総合的

に行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績が増加傾向であることと、将来の需要を勘案し毎年度１人の増加を
見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

7人 7人 8人 12 人 13人 14人 

延利用時間 

（１月あたり） 

2,646 時間 2,646 時間 3,024 時間 3,600 時間 3,900 時間 4,200 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 9人 11 人 11 人    

延利用時間 2,628 時間 3,395 時間 3,300 時間    

 
③ 同行援護 
■内容 

視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、外出に必要な情報の提供や移動の援護等を行いま
す。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は、令和２年度の見込みが大きく減少していますが、令和元年度に３
人の増加があったことから、毎年度１人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

17人 17人 18人 18人 19人 20人 

延利用時間 

（１月あたり） 

340 時間 340 時間 360 時間 306 時間 323 時間 340 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 18人 21 人 13人    

延利用時間 296 時間 346 時間 150 時間    
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④ 行動援護 
■内容 

知的障がい・精神障がいにより自らの危機回避が困難な人等の外出を支援します。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は横ばいですが、将来の需要を勘案し、令和４年度に１人の増加を
見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 2 人 2 人 1 人 2 人 2 人 

延利用時間 

（１月あたり） 

5 時間 10 時間 10 時間 2時間 4 時間 4 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 1 人 1 人 1 人    

延利用時間 2時間 2時間 1時間    

 
⑤ 重度障害者等包括支援 
■内容 

常に介護が必要な人で、介護の必要の程度が著しく高い人に、居宅介護等のサービスを包括的
に提供します。 
■見込み量 

第５期計画期間に利用実績はありませんが、将来の需要を勘案し、１人の利用を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

延利用時間 

（１月あたり） 

744 時間 744 時間 744 時間 744 時間 744 時間 744 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 0人 0人 0人    

延利用時間 0 時間 0 時間 0 時間    



44 

（２）日中活動系サービス 
① 生活介護 
■内容 

常時介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行ったり、創作的活動または生
産活動の機会を提供します。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績が増加していることから、毎年度１人の増加を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

151 人 153人 155人 154人 155人 156人 

延利用日数 

（１月あたり） 

3,020日 3,060日 3,100日 2,772 日 2,790日 2,808日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 147人 151 人 153人    

延利用日数 2,654日 2,686日 2,900日    

 
② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 
■内容 

サービス名 内  容 

自立訓練（機能訓練） 

障がい者支援施設において、または居宅を訪問することによって、理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する

相談及び助言、その他の必要な支援を行います。 

自立訓練（生活訓練） 

障がい者支援施設において、または居宅を訪問することによって、入

浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必

要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を

行います。 
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■見込み量 
機能訓練については、平成３０年度は２人、令和元年度は１人の実績があることから、引き続き１

人の利用を見込みます。また、生活訓練については、令和元年度に４人の増加があったことや、施
設・病院から在宅に移行する障がい者の増加等を踏まえ、令和４年度から１人ずつの増加を見込み
ます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

機

能

訓

練 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

延利用日数 

（１月あたり） 

20 日 20 日 20 日 5 日 5 日 5 日 

生

活

訓

練 

実利用者数 

（１月あたり） 

2 人 3 人 4 人 22 人 23 人 24 人 

延利用日数 

（１月あたり） 

40 日 60 日 80 日 264 日 276 日 288 日 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

機

能

訓

練 

実利用者数 2 人 1 人 0 人    

延利用日数 13日 5日 0 日    

生

活

訓

練 

実利用者数 18人 22 人 22 人    

延利用日数 196日 256日 300 日    

 
③ 就労移行支援 
■内容 
就労を希望する人に、一定の期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

■見込み量 
第５期計画期間の利用実績は横ばいですが、今後就労に対するニーズが高まると予想されるた

め、毎年度２人の増加を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

45人 48人 51 人 47人 49人 51 人 

延利用日数 

（１月あたり） 

675日 720日 765日 799日 833日 867日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 45人 48人 45人    

延利用日数 771 日 704日 780日    
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④ 就労継続支援（Ａ型＝雇用型・Ｂ型＝非雇用型） 
■内容 
一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他活動の機会の提供、

知識や能力の向上のための訓練を行います。 
■見込み量 
Ａ型については、第５期計画期間の利用実績は横ばいですが、今後就労に対するニーズが高ま

ると予想されるため、毎年度２人の増加を見込みます。また、B 型については、令和元年度に大きく
増加していることと、今後就労に対するニーズが高まると予想されるため、毎年度２人の増加を見
込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

�

型 

実利用者数 

（１月あたり） 

32 人 33人 34人 41 人 43人 45人 

延利用日数 

（１月あたり） 

640日 660日 680日 697日 731 日 765日 

�

型 

実利用者数 

（１月あたり） 

109人 111 人 113人 124人 126人 128人 

延利用日数 

（１月あたり） 

1,962 日 1,998日 2,034日 1,860日 1,890日 1,920日 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

�

型 

実利用者数 41 人 41 人 39人    

延利用日数 673日 704日 740日    

�

型 

実利用者数 108人 124人 122 人    

延利用日数 1,810日 1,859日 1,900日    
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⑤ 就労定着支援 
■内容 
利用者が就職してから、少なくとも６か月以上の間、障害者就業・生活支援センターや職場適応

援助者と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場不適応への対応等につい
て、職場訪問や家庭訪問等による相談支援を行います。平成３０年度から開始したサービスです。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績が増加していることや、福祉的就労から一般就労への移行のニーズ
が高まることが予想されるため毎年度４人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 3人 5人 34人 38人 42 人 

       

実績値 

第５期計画  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 

（１月あたり） 

14人 22 人 30人    

 
⑥ 療養介護 
■内容 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行い

ます。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績がほぼ横ばいであることから、同数の人数を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

12 人 12 人 12 人 9人 9人 9人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 10人 9人 9人    
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⑦ 短期入所（ショートステイ） 
■内容 
在宅の障がい者を介護する人が病気の場合等に、障がい者が施設に短期間入所し、入浴、排せ
つ、食事の介護等を行います。 

サービス名 内  容 

短期入所（福祉型） 

障がい者支援施設等で実施する、医療的管理を必要としない方に向

けた短期入所（ショートステイ）です。 

短期入所（医療型） 

病院や介護老人保健施設で実施する、医療的管理が必要な方に向

けた短期入所（ショートステイ）です。 

■見込み量 
福祉型については、第５期計画期間の利用実績は減少していますが、親亡き後の支援や地域生

活支援拠点事業の充実などを勘案して毎年度２人の増加を見込みます。また、医療型については、
令和元年度に大きく増加していますが、一時的なものと勘案されるため同数の人数を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令 和２年度 令 和 ３年 度 令 和４年度 令 和 ５年 度 

福

祉

型 

実利用者数 

（１月あたり） 

26人 27人 28人 21 人 23人 25人 

延利用日数 

（１月あたり） 

260日 270日 280日 210日 230日 250日 

医

療

型 

実利用者数 

（１月あたり） 

１人 １人 １人 １人 １人 １人 

延利用日数 

（１月あたり） 

5日 5日 5日 5日 5日 5日 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

福

祉

型 
実利用者数 33人 21 人 9人    

延利用日数 369日 199日 150日    

医

療

型 

実利用者数 1 人 6人 1 人    

延利用日数 5日 17日 10日    

 
 
  



49 

（３）居住系サービス 
① 共同生活援助（グループホーム） 
■内容 
グループホームに入居する障がい者を対象として、主として夜間に、共同生活を営むべき住居に

おいて相談その他の日常生活上の援助を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績が増加していることや地域への移行のニーズが高まることが予想さ
れるため、毎年度１０人の増加を見込みます。 

※（）内はうち精神障がい者の見込み 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

47人 49人 51 人 

100人 

（30人） 

110人 

（33人） 

120人 

（36人） 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 60人 84人 90人    

 
② 施設入所支援 
■内容 

施設に入所する障がい者を対象として、主として夜間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活
等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は増加していますが、福祉施設から地域生活への移行の成果目標
（3６ページ参照）を踏まえ、令和５年度に１人の減少を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

48人 47人 46人 49人 49人 48人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 46人 48人 49人    
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③ 自立生活援助 
■内容 

施設入所支援や共同生活援助を利用していた人等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の
対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績はありませんが、施設などから地域への移行のニーズが高まること
が予想されるため、毎年度１人の増加を見込みます。 

※（）内はうち精神障がい者の見込み 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 3人 5人 

1 人 

（１人） 

2 人 

（１人） 

3人 

（１人） 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 0人 0人 0人    
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（４）相談支援 
■内容 

サービス名 内  容 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用したい時に、サービスを利用するための計画

を作成します。サービス開始後は、定期的にサービスの利用状況を確

認（モニタリング）し、必要に応じてサービス内容の調整や見直しを行い

ます。 

地域移行支援 

入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する

人に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携

しつつ、地域移行に向けた支援を行います。 

地域定着支援 

入所施設や精神科病院から退所・退院した人、家族との同居からひと

り暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等に対し、地域生活を

継続していくための支援を行います。 

■見込み量 
計画相談支援については、第５期計画期間の利用実績が増加傾向であることから、毎年度８人

の増加を見込みます。また、地域移行支援については令和２年度の利用実績の見込みで１人、地域
定着支援については、実績はありませんでしたが、将来の需要を勘案して、地域移行支援は毎年度
１人の増加を、地域定着支援は令和５年度に１人の増加を見込みます。 

※（）内はうち精神障がい者の見込み 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相

談支援 

実利用者数 

（１月あたり） 

110人 115人 120人 148人 156人 164人 

地域移

行支援 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 1 人 1 人 

2 人 

（１人） 

3人 

（1 人） 

4人 

（1 人） 

地域定

着支援 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 1 人 1 人 

1 人 

（1 人） 

1 人 

（1 人） 

2 人 

（1 人） 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

計画相

談支援 

実利用者数 132 人 148人 140人    

地域移

行支援 

実利用者数 0人 0人 1 人    

地域定

着支援 

実利用者数 0人 0人 0人    
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２ 障害児通所支援等の見込み量 
（１）障害児相談支援 
■内容 

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児支援利用計画案の作成等を行ったり、通所
支援開始後に、一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い見直し等
を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績では減少していますが、今後サービス利用のニーズは高まることが
予想されるため、毎年度 1 人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

56人 58人 60人 50人 51 人 52 人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 59人 55人 49人    
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（２）障害児通所支援 
① 児童発達支援 
■内容 

障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援を行いま
す。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績では令和元年度に４人増加していますが、計画期間をとおした平均
増加数が２人であることから、毎年度２人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

70人 72 人 74人 85人 87人 89人 

延利用日数 

（１月あたり） 

700日 720日 740日 765日 783日 801 日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 95人 99人 78人    

延利用日数 998日 944日 730日    

 
② 医療型児童発達支援 
■内容 

上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある児童につき、児童発達支援及び治療を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間では利用実績はありませんでしたが、将来の需要を勘案し、１人の利用を見込み
ます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

延利用日数 

（１月あたり） 

5日 5日 5日 5日 5日 5日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 0人 0人 0人    

延利用日数 0日 0日 0日    
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③ 放課後等デイサービス 
■内容 
授業の終了後または休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援

を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は増加しているため、毎年度１０人の増加を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

104人 106人 108人 150人 160人 170人 

延利用日数 

（１月あたり） 

1,248日 1,272 日 1,296日 1,500日 1,600日 1,700日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令 和元年 度 令 和 ２ 年 度    

実利用者数 120人 142 人 143人    

延利用日数 1,248日 1,459日 1,506日    

  
④ 保育所等訪問支援 
■内容 
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援等を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績では、令和２年度の利用実績の見込みはありませんが、将来の需要
を勘案し、毎年度１人の増加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

3人 4人 5人 3人 4人 5人 

延利用日数 

（１月あたり） 

3日 4日 5日 3日 4日 5日 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令 和 ２ 年 度    

実利用者数 4人 1 人 0人    

延利用日数 6日 1 日 0日    
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（３）その他障害児支援サービス 
① 居宅訪問型児童発達支援 
■内容 
重度の障がい等の状態にある障がい児に対し、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。

平成３０年度から開始したサービスです。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績はありませんが、将来の需要を勘案し、令和５年度に１人の増加を見
込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

0人 1 人 2 人 1 人 1 人 2 人 

延利用日数 

（１月あたり） 

0日 1 日 2 日 1 日 1 日 2 日 

       

実績値 

第５期計画  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 

（１月あたり） 

0人 0人 0人    

延利用日数 

（１月あたり） 

0日 0日 0日    
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② 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター  
■内容 
医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の
提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行い
ながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するコーディネーター（相談支援専
門員等）を配置します。 
■見込み量 

国の方針を踏まえ、各機関と連携しながら、令和５年度に 1 人の設置を見込みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

コーディネーター数 0人 0人 1 人 0人 0人 1 人 

       

実績値 

第５期計画  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

コーディネーター数 0人 0人 0人    
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３ 地域生活支援事業の見込み量 
（１）理解促進研修・啓発事業 
■内容 

地域の住民に対して、障がい者等に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発
活動等を行います。 
■見込み量 

すでに実施しており、引き続き実施していきます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令 和 ２ 年 度    

実施の有無 有 有 有    

 
（２）自発的活動支援事業 
■内容 

障がい者やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う各種活動を支援します。 
■見込み量 

すでに実施しており、引き続き実施していきます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令 和 ２ 年 度    

実施の有無 有 有 有    

 
（３）相談支援事業 
■内容 

サービス名 内  容 

障害者相談支援事業 

障がい者からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言その他障

害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行います。 

基幹相談支援センター 

地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、 

相談支援に関する業務を総合的に行います。 
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障がい者自立支援協議会 

相談支援事業の評価や地域課題の解決に係る協議、調整等を行い

ます。 

市町村相談支援機能強化

事業 

困難ケースへの対応や相談支援機能の強化のため、相談支援機関

に社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的職員の配置

等を行います。 

住宅入居者等支援事業 

賃借住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由から

入居が困難な障がい者を支援するため、入居に必要な調整等にか

かる支援や家主等への相談、助言等を行います。 

■見込み量 
基幹相談支援センターについては、平成２９年度に開設しており、引き続き事業を実施していきま

す。障がい者自立支援協議会、基幹相談支援センター等機能強化事業、住宅入居者等支援事業に
ついても、すでに実施しており、引き続き実施していきます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談支援

事業 

設置 

か所数 

9か所 10か所 10か所 2 か所 2 か所 2 か所 

基幹相談支援セ

ンター 

設置の

か所数 

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

障がい者自立支

援協議会 

設置の

有無 

有 有 有 有 有 有 

基幹相談支援セ

ンター等機能強化

事業 

実施の

有無 

有 有 有 有 有 有 

住宅入居者等支

援事業 

実施の

有無 

有 有 有 有 有 有 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込） ※ 障害者相談支援事業の数値について

は、令和２年度まで「指定特定相談支

援事業者」数を記載していたが、令和

３年度計画値から地域生活支援事業

のうち障害者相談支援事業の「一般

的な相談」を担う「委託相談支援事業

者」数に改めた。 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障害者相談支援

事業 

設置 

か所数 

10か所 10か所 10か所 

基幹相談支援セ

ンター 

設置 

か所数 

1 か所 1 か所 1 か所 

障がい者自立支

援協議会 

設置の 

有無 

有 有 有 

基幹相談支援セ

ンター等機能強化

事業 

実施の

有無 

有 有 有    

住宅入居者等支

援事業 

実施の

有無 

有 有 有    
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（４）成年後見制度利用支援事業 
■内容 
判断能力が十分でない障がい者の権利を守るため、成年後見制度の利用について必要となる
経費のすべてまたは一部について補助を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間に利用実績はありませんでしたが、成年後見制度の必要性が高まっていること
から、２人の利用を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（年間） 

2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令 和元年 度 令 和 ２ 年 度    

実利用者数 0人 0人 0人    

 
（５）成年後見制度法人後見支援事業 
■内容 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施
のための組織体制の構築等を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の実績はありませんが、関係機関と連携し事業の実施について検討していきま
す。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 無 無 有 無 無 有 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

実施の有無 無 無 無    
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（６）意思疎通支援事業 
■内容 

サービス名 内  容 

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業 

手話や要約筆記を必要とする聴覚障がい者を対象に、手話通訳者

や要約筆記者を派遣することで、意思の疎通と社会参加を支援しま

す。 

手話通訳者等設置事業 

市役所内に手話通訳者を設置することで、聴覚障がい者等が来庁し

た際のコミュニケーション支援を行います。 

■見込み量 
手話通訳者・要約筆記者派遣事業については、第５期計画期間の利用実績が増加傾向であるこ

とを踏まえ、毎年度１０件の増加を見込みます。また、手話通訳者等設置事業については、これまで
どおり１人の設置があり、引き続き同数を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者・

要 約筆記者

派遣事業 

延利用件数 

（年間） 

340件 360件 380件 450件 460件 470件 

手話通訳者

等設置事業 

設置者数 

（年間） 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

手話通訳者・

要 約筆記者

派遣事業 

延利用件数 365件 487件 280件    

手話通訳者

等設置事業 

設置者数 1 人 1 人 1 人    
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（７）日常生活用具給付等事業 
■内容 

障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与します。 
サービス名 内  容 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベッド等 

自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器、聴覚障がい者用屋内信号装置等 

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計等 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、聴覚障がい者用情報受信装置等 

排泄管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ等 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改

修を伴うもの 

■見込み量 
各用具について、第５期計画期間の利用実績及び将来の需要を勘案し、増加または同数を見込

みます。 
計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護・訓練支援用具 

延利用件数 

（年間） 

7件 7件 7件 6件 6件 6件 

自立生活支援用具 

延利用件数 

（年間） 

12 件 13件 14件 18件 18件 18件 

在宅療養等支援用具 

延利用件数 

（年間） 

11 件 11 件 11 件 13件 13件 13件 

情報・意思疎通支援用具 

延利用件数 

（年間） 

10件 11 件 12 件 17件 17件 17件 

排泄管理支援用具 

延利用件数 

（年間） 

1,820件 1,850件 1,880件 2,220件 2,250件 2,280件 

居宅生活動作補助

用具（住宅改修費） 

延利用件数 

（年間） 

1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込） 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護・訓練支援用具 延利用件数 6件 5件 5件 

自立生活支援用具 延利用件数 20件 18件 18件 

在宅療養等支援用具 延利用件数 12 件 20件 13件 

情報・意思疎通支援用具 延利用件数 10件 21 件 17件 

排泄管理支援用具 延利用件数 2,144件 2,162 件 2,190件 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 

延利用件数 1 件 0件 0件 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 
■内容 
聴覚障がい者等のコミュニケーションを支援するため、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を養成す

るための研修を定期的に実施することで、障がい者の社会参加と交流を促進します。 
■見込み量 

第５期計画期間の実績は横ばいですが、平成３０年度、令和元年度の受講状況を勘案し、１０人
を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

講習修了者数 

（年間） 

10人 10人 10人 10人 10人 10人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成30年度 令和元年度 令和２年度    

講習修了者数 11 人 11 人 0人（中止）    

 
（９）移動支援事業 
■内容 
単独では外出困難な障がい者に対して、地域での自立した生活や社会参加を促すために、外出

に必要な支援を行います。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績では令和２年度の利用実績の見込みは減少していますが、令和元年
度に７人増えていることから、移動に対するニーズが高まることが予想されるため毎年度２人の増
加を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

22 人 24人 26人 37人 39人 41 人 

延利用時間 

（１月あたり） 

180 時間 190 時間 200 時間 370 時間 390 時間 410 時間 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30年度 令和元年度 令和２年度    

実利用者数 33人 40人 35人    

延利用時間 324 時間 454 時間 350 時間    
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（10）地域活動支援センター 
■内容 
在宅の障がい者が、地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創作的

な活動または生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図る場を提供します。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は全体的に減少傾向にありますが、センターの利用状況を勘案し、
引き続き同数を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市

内

分 

実利用か所数 

（年間） 

3か所 3か所 3か所 2 か所 2 か所 2 か所 

実利用者数 

（１月あたり） 

21 人 21 人 21 人 12 人 12 人 12 人 

他

市

利

用

分 

実利用か所数 

（年間） 

4 か所 4 か所 4 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

実利用者数 

（１月あたり） 

4 人 4 人 4 人 3 人 3 人 3 人 

        

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込）  

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度    

市

内

分 

実利用か所数 3か所 2 か所 2 か所    

実利用者数 20人 12 人 12 人    

他

市

利

用

分 

実利用か所数 2 か所 1 か所 1 か所    

実利用者数 2 人 3人 3 人    
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（11）日中一時支援事業 
■内容 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の社会参加や介護者の一時
的な休息を図ります。 
■見込み量 

第５期計画期間の利用実績は減少傾向となっていますが、一定のニーズがあることが予想され
るため、令和元年度の実績３０人を見込みます。 

計画値 

第５期計画 第６期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数 

（１月あたり） 

30人 35人 40人 30人 30人 30人 

       

実績値 

第５期計画（令和２年度は実績見込） 
 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 
   

実利用者数 29人 30人 15人 
   

 
（12）発達障がい児者及び家族等支援事業 
① ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数【新

規】 
■国の考え方 

現状のペアレントトレーニング※やペアレントプログラム※等の支援プログラム等の実施状況及び
市町村等における発達障がい者の数を勘案し、受講者数の見込みを設定する。 
■見込み量 

発達障がい児者及び家族等支援事業として、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の
支援プログラムを実施し、障がい児者の家族のスキル向上を図ります。 

計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延受講者数 

（年間） 

10人 10人 10人 
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② ペアレントメンターの人数【新規】 
■国の考え方 

現状のぺアレントメンター※養成研修等の実施状況及び市町村等における発達障がい者等の数
を勘案し、ペアレントメンターの人数の見込みを設定する。 
■見込み量 

発達障がい児の子育て経験のある親であって、その育児経験を活かし、子どもが発達障がいの
診断を受けて間もない親からの相談を受けるペアレントメンターの養成に向けて、関係機関と連携
して検討していきます。 

計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

設置者数 

（年間） 

0人 0人 1 人 

 
③ ピアサポートの活動への参加人数【新規】 
■国の考え方 

現状のピアサポート※の活動状況及び市町村等における発達障がい者等の数を勘案し、数の見
込みを設定する。 
■見込み量 

発達障がいの子をもつ保護者や家族、当事者同士等が集まりお互いの相談や情報交換を行う
ピアサポートの活動へ参加しやすい環境を整えるため、関係機関と連携し情報収集や活動の支援
などを行います。 

計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延参加者数 

（年間） 

0人 0人 5人 
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４ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
① 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数【新規】 
■国の考え方 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体
制を構築するために必要となる、協議の場の１年間の開催回数の見込みを設定する。 
■見込み量 

自立支援協議会の中に政策課題チームとして「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
検討チーム」を設置し、保健、医療及び福祉関係者による協議の場を設置しています。引き続き継
続して協議の場を確保します。 

計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催数（年間） ６回 ６回 ６回 

 
② 保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数【新規】 
■国の考え方 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体
制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごと（医療に
あっては、精神科及び精神科以外の医療機関別）の参加者数の見込みを設定する。 
■見込み量 

令和元年度の出席者の内訳をもとに現状を維持するとともに、協議の進捗状況などを加味し必
要に応じて参加者の拡大を目指します。 

※（）内はうち精神科以外の医療機関からの出席者の見込み 
計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

参

加

者

数

�

延

�

�

 

保健 9人 9人 9人 

医療 

18人 

（0人） 

18人 

（0人） 

18人 

（0人） 

福祉 28人 28人 28人 

介護 5人 5人 5人 

当事者 0人 0人 0人 

家族 0人 0人 0人 

合計 60人 60人 60人 
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③ 保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数【新規】 
■国の考え方 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体
制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定
する。 
■見込み量 

現状においても、目的設定及び評価を行っていることから、協議のサイクルを維持していきます。 
計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標設定及び評価

の実施回数 

（年間） 

１回 １回 １回 
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５ 相談支援体制の充実・強化のための取組 
① 総合的・専門的な相談支援【新規】 
■国の考え方 

障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定
する。 
■見込み量 
既に基幹相談支援センターに社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的職員を配置し、総合・専

門的な相談支援を実施しているため、取組を継続します。 
計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 

 
② 地域の相談支援体制の強化【新規】 
■国の考え方 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の見込みを設定する。 
地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込みを設定する。 
地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込みを設定する。 

■見込み量 
基幹相談支援センターを中心に相談支援事業者に対して訪問等による指導・助言、人材育成の

支援、連携強化の取組を行っていきます。 
計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

指導・助言件数 

（年間） 

9回 9回 9回 

人材育成の支援件数 

（年間） 

１回 １回 １回 

連携強化の取組の

実施回数 

（年間） 

12 回 12 回 12 回 
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６ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 
① 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用【新規】 
■国の考え方 
都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数

の見込みを設定する。 
■見込み量 
千葉県で実施する研修の状況などを考慮し、可能な限り職員の研修への参加を促します。 

計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

参加人数 

（年間） 

16人 16人 16人 

 
② 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有【新規】 
■国の考え方 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や
関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 
■見込み量 
既に事業所と個別に行っている審査結果の確認を総体的に分析し事業所等と共有する体制を

整えます。 
計画値 

第６期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

共有体制の有無 有 有 有 

実施回数 

（年間） 

１回 １回 １回 
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１ 策定経過 
 

開催日 会議名 内容 
令和２年５月１９日 
～令和２年５月２７日 

第１回鎌ケ谷市障がい者 
地域自立支援協議会 

計画策定の概要について、アンケート
調査票の検討 
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

の観点から書面会議として実施 
令和２年６月８日～ 

令和２年６月１９日 
団体ヒアリング調査実施 
（１回目） 

市内当事者団体・家族会６団体に対し
てヒアリング調査を実施 

令和２年７月１日～ 
令和２年７月２２日 

団体ヒアリング調査実施 
（２回目） 

令和２年６月１５日～ 
令和２年７月１０日 

事業所ヒアリング調査実施 市内障害福祉サービス提供事業所 55
事業所に対してヒアリング調査を実施 

令和２年６月２９日 庁内事業評価の照会 事業内容や取組の把握と評価 

令和２年６月２４日～ 
令和２年７月１０日 

アンケート調査実施 市内在住の障害者手帳所持者等 2,000
人を対象にアンケート調査を実施 

令和２年８月２８日 第２回鎌ケ谷市障がい者 
地域自立支援協議会 

アンケート調査・団体ヒアリングの結果
概要報告、計画の構成の検討、基本目
標の検討 

令和２年１０月１６日 第３回鎌ケ谷市障がい者 
地域自立支援協議会 

施策の検討、成果目標・見込み量の検
討 

令和２年１０月２７日 政策調整会議 計画（案）を付議 
令和２年１１月９日 政策会議 計画（案）を付議 
令和２年１１月２７日 第４回鎌ケ谷市障がい者 

地域自立支援協議会 
計画（案）の説明、意見聴取 

令和２年１２月２１日～ 
令和３年１月１９日 

パブリックコメント実施 計画（案）について意見募集 

令和３年２月１６日 第５回鎌ケ谷市障がい者 
地域自立支援協議会 

パブリックコメント結果報告、計画の承
認 

令和３年３月 計画決定 計画の決定 
令和３年３月３０日 第６回鎌ケ谷市障がい者 

地域自立支援協議会 
策定計画の説明 
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２ 策定体制 
鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会設置要綱 

（平成１９年８月９日告示第６３号） 
（設置） 

第１条 障がい者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な
役割を果たし、障がい福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築
等に向けた協議の場として、鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を
設置する。 
（協議事項） 

第２条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。 
(１) 相談支援事業に関し、委託事業者の運営評価等に関すること。 
(２) 困難事例への対応のあり方に関すること。 
(３) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 
(４) 鎌ケ谷市障がい者計画等の具体化に向けた協議に関すること。 
(５) 障がいを理由とする差別に関する相談事例等に係る情報の共有に関すること。 
(６) 障がいを理由とする差別の解消の取組に係る情報の交換及び啓発に関すること。 
(７) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の地域の自立支援に関すること。 
（組織） 

第３条 協議会は、委員22人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
(１) 相談支援事業者 
(２) 障がい福祉サービス事業者 
(３) 保健・医療関係者 
(４) 教育関係者 
(５) 雇用関係者 
(６) 権利擁護・地域福祉関係者 
(７) 障がい者団体関係者 
(８) 行政関係機関職員 
(９) その他市長が必要と認める者 
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（任期） 
第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 
第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 協議会は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。 
２ 協議会は、会長及び過半数の委員の出席をもって開催できるものとする。 

（関係者の出席） 
第７条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は
説明を聞くことができる。 
（専門部会） 

第８条 協議会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。 
（秘密の保持） 

第９条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しては
ならない。その職を退いた後においても、同様とする。 
（庶務） 

第10条 協議会の庶務は、障がい福祉主管課において行う。 
（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ
て定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この告示は、平成19年９月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この告示の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第４条第１項の規定にか

かわらず、平成22年３月31日までとする。 
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鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会委員名簿一覧 
（敬称略） 

 氏 名 所属 役職等 
◎1 黒岩 史郎 特定非営利活動法人 青空の会 理事長 

2 江間 由紀夫 東京成徳大学 応用心理学部 教授 

3 渡辺 浩隆 社会福祉法人 優幸会 みちる園 施設長 

4 菅野 麻希 医療法人梨香会 自立支援センター センター長代理 

5 金子 あかり 習志野健康福祉センター（習志野保健所） 精神保健福祉相談員 

6 松見 和樹 千葉県立つくし特別支援学校 教頭 

7 松村 桂子 千葉県立松戸特別支援学校 進路指導主事 

8 井手 勝則 鎌ケ谷市商工会 会長 

9 小川 洋 船橋公共職業安定所 統括職業指導官 

10 山本 幸子 社会福祉法人鎌ケ谷市社会福祉協議会 副会長 

11 髙木 由美子 鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会 西部地区会長 

12 櫻澤 美智子 鎌ケ谷市身体障がい者福祉会 会 長 

13 飯髙 優子 ＮＰＯ法人 鎌ケ谷市手をつなぐ親の会 理事長 

14 西出 信夫 心の健康を支えあう ききょうの会 会長補佐 

15 會澤 奈穂子 鎌ケ谷市聴覚障害者福祉会 役員 

〇16 菊地 謙 中核地域生活支援センター習志野圏域・まるっと 地域総合コーディネーター  

17 勝又 和久 脊柱靭帯骨化症千葉県患者会 会長 

18 石塚 友子 医療法人社団 啓友会 障害者グループホーム等支援ワーカー  

19 三浦 健 社会福祉法人 南台五光福祉会 障害者支援施設 もくせい園 施設長 

20 林 宏幸 社会福祉課 課長 

21 舘岡 文 健康増進課 主幹 
◎は協議会会長、〇は協議会副会長        
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３ アンケート調査結果概要（単純集計） 
あなた（宛名のご本人）とご家族のことについて 
【１】 あなた（宛名のご本人）の年齢をお答えください。（数字を記入） 

 
【２】 お持ちの手帳などの種類をお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

○手帳・給付など 

 

n=1,025
数量回答

18歳未満

18～39歳

40～64歳

65～74歳

75歳以上

不明・無回答

8.9 

12.4 

25.5 

19.9 

32.7 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40%

n=1,025
複数回答

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

小児慢性特定疾患医療受給者証

指定難病医療受給者証

自立支援医療受給者証

不明・無回答

65.8 

18.8 

14.9 

1.2 

4.6 

2.0 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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【３】 現在、どなたとお暮らしですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

n=1,025
複数回答

ひとり暮らし

両親もしくは父または母

夫または妻・パートナー

子どもやその配偶者・パートナー

孫やその配偶者・パートナー

兄弟姉妹やその配偶者・パートナー

祖父または祖母

その他の親族

友人・知人

福祉施設などで暮らしている

その他

不明・無回答

11.5 

28.6 

38.6 

18.3 

2.0 

8.5 

2.0 

1.2 

0.2 

3.5 

3.1 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【４】 主な介助者はどなたですか。（○は１つ） 

 
 
  

n=1,025
単数回答

配偶者(夫・妻)・パートナー

父親

母親

子ども

子どもの配偶者・パートナー

その他同居している家族

別居している家族や親族

近所の人

友人・知人

ホームヘルパー・家政婦（夫）

ボランティア

施設や病院の職員

その他

いない

不明・無回答

35.9 

2.2 

18.7 

8.4 

1.0 

3.4 

2.0 

0.1 

0.4 

1.5 

0.0 

4.1 

1.8 

13.7 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40%
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【５】 いつも介助している方が介助できなくなったとき、どうしますか。（あてはまるものすべてに○） 

 
 
暮らしについて 
【６】 あなた（宛名のご本人）はどこで生活していますか。（○は１つ） 

 
  

n=1,025
複数回答

同居しているほかの家族に介助を頼む

別居している家族や親族に介助を頼む

近所の人や友人・知人に介助を頼む

ホームヘルパーなどに介助を頼む

短期入所を利用する

病院に入院する

その他

介助のあてがなく困っている

不明・無回答

28.8 

24.4 

1.3 

19.5 

15.9 

13.0 

8.7 

9.2 

13.7 

0% 10% 20% 30% 40%

n=1,025
単数回答

自宅

グループホーム（障がい者）

入所施設（障がい者）

高齢者施設

入院中

その他

不明・無回答

91.4 

0.7 

1.3 

2.0 

1.4 

1.8 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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【７】 今後、あなた（宛名のご本人）はどのように暮らしたいと思いますか。（○は１つ） 

 
 
【８】 あなた（宛名のご本人）が生活していく上での、主な収入はどれですか。金額の一番大きいも

のを選んでください。（○は１つ） 

 
  

n=1,025
単数回答

自宅で家族と一緒に暮らしたい

独立して暮らしたい

施設に入所したい

グループホームで暮らしたい

その他

不明・無回答

71.0 

9.2 

7.4 

3.3 

4.3 

4.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

n=1,025
単数回答

自分の給料や工賃

自分の年金や諸手当

家族の給料や年金

生活保護費

その他

不明・無回答

12.3 

42.3 

35.7 

3.3 

3.8 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【９】 あなた（宛名のご本人）は、仕事・通園・通学を含め、どのくらい外出しますか。（○は１つ） 
 ※新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう休校や外出自粛要請が行われる以前の状況で
お答えください。 

 
 
  

n=1,025
単数回答

ほぼ毎日

週に３～４日

週に１～２日

月に２～３日

月に１日

ほとんど外出しない

不明・無回答

38.2 

23.5 

18.3 

5.8 

1.6 

10.0 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【１０】 外出時に困ることについて、具体的に教えてください。（あてはまるものすべてに○） 
 ※新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう休校や外出自粛要請が行われる以前の状況も
踏まえてお答えください。 

 
 
 
 
  

n=1,025
複数回答

バスや電車などの公共交通機関が少ない、

またはない

バスや電車などの乗り降りが難しい

道路や駅に階段や段差が多い

切符の買い方や乗換えがわかりにくい

トイレやエレベーターなどの建物の設備が不便

介助者が確保できない

交通費（運賃など）にお金がかかる

ヘルパーの利用料などにお金がかかる

周囲の目が気になる

発作など突然の体調不良が心配

困った時にどうすればよいか心配

休憩できる場所が少ない

その他

特にない

不明・無回答

10.1 

16.8 

20.6 

8.9 

9.9 

5.5 

16.8 

4.8 

9.7 

15.9 

23.4 

18.4 

6.5 

28.4 

5.1 

0% 10% 20% 30%
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【１１】 あなた（宛名のご本人）が現在または将来、不安や心配に感じていることはありますか。（あ
てはまるものすべてに○） 

 
  

n=1,025
複数回答

自分の病気や障がいが悪化すること

将来の生活のこと

仕事がなくなること

収入や生計、財産の管理のこと

親の介護のこと

子育てに関すること

住まいのこと

介助者がいなくなることへの対応

障がい者に対する周囲の理解不足

緊急時における通報・避難方法など

周囲の人との関係について

その他

不安や心配に感じることは特にない

不明・無回答

61.0 

47.2 

12.4 

25.0 

8.7 

2.9 

14.0 

32.3 

15.6 

25.7 

12.6 

1.6 

10.8 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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【１２】 現在、医師の治療（医療行為）を受けていますか。（○は１つ） 

  
 
  

n=1,025
単数回答

週に１回以上通院している

月に１～２回程度通院している

毎月ではないが、通院している

入院している

自宅で訪問看護や往診を受けている

その他

特に治療は受けていない

不明・無回答

6.0 

36.5 

33.7 

1.4 

3.0 

4.6 

13.2 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40%
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【１３】 健康管理や医療について、困っていることはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 
  

n=1,025
複数回答

専門的な治療を行う医療機関が近くにない

通院や健康診断のときに付き添いがいない

往診を頼める医師がいない

障がいが理由で治療が受けにくい

意思の疎通ができない

（手話などが必要な場合を含む）

医師やスタッフの障がいに対する

理解が不足している

医療について相談できる場所が少ない

医療費の負担が大きい

通院費（交通費）の負担が大きい

適切な医療機関を受診するための

情報が不足している

その他

特に困ったり不便に思うことはない

不明・無回答

16.7 

4.3 

7.0 

5.4 

7.2 

4.4 

8.4 

14.0 

12.4 

12.7 

3.4 

43.8 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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情報や相談について 
【１４】 障がい福祉に関する情報を、何（どこ）で知りますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

n=1,025
複数回答

家族・友人・知人

職場・学校・通所先（施設など）

障がい者団体・支援団体

民生委員・児童委員

障がい者相談員

ホームヘルパー・ケアマネジャー

医療機関（病院、診療所など）

サービス提供事業所

ボランティア

市役所の窓口（障がい福祉課など）

鎌ケ谷市社会福祉協議会

相談支援事業所

基幹相談支援センター

専門機関（習志野保健所、市川児童相談所、

千葉県発達障害者支援センターなど）

市の広報紙・ホームページ

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

インターネット（携帯電話も含む）

その他

特に入手していない

不明・無回答

29.4 

11.4 

6.0 

1.6 

3.6 

14.3 

28.4 

4.9 

0.5 

29.5 

5.0 

3.7 

0.7 

3.9 

21.7 

12.4 

14.1 

0.9 

15.9 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40%
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【１５】 悩みや困ったことを相談するのは誰（どこ）ですか。（あてはまるものすべてに○） 

  

  

n=1,025
複数回答

家族・友人・知人

職場・学校・通所先（施設など）

障がい者団体・支援団体

民生委員・児童委員

障がい者相談員

ホームヘルパー・ケアマネジャー

医療機関（病院、診療所など）

サービス提供事業所

ボランティア

市役所の窓口（障がい福祉課など）

鎌ケ谷市社会福祉協議会

相談支援事業所

基幹相談支援センター

専門機関（習志野保健所、市川児童相談所、

千葉県発達障害者支援センターなど）

その他

相談する人はいない

相談ごとはない

不明・無回答

70.2 

12.6 

4.0 

1.8 

3.7 

14.6 

29.6 

4.7 

0.2 

21.0 

3.6 

3.3 

0.5 

2.4 

2.1 

4.4 

4.4 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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地域とのかかわりについて 
【１６】 あなた（宛名のご本人）は、ふだん、仕事や学校、施設、病院などへ通ったりする以外の時

間は、誰と過ごしていることが多いですか。（あてはまるものすべてに○） 

 
   

n=1,025
複数回答

家族と過ごしている

家族以外の介助者と過ごしている

友達と過ごしている

一人で過ごしている

その他

不明・無回答

76.1 

2.5 

9.6 

27.2 

3.6 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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【１７】 あなた（宛名のご本人）がここ 3年程度の間に行ったことのある活動はありますか。また、
今後行ってみたい活動はありますか。（①～⑧について行ったもの、行ってみたいものそれ
ぞれ１つに○） 

○活動状況 

  
 
○今後の意向 

 
  

42.0 

21.2 

51.7 

34.0 

9.3 

19.3 

8.3 

7.1 

44.2 

61.3 

36.8 

49.2 

71.5 

62.9 

72.8 

72.8 

13.8 

17.6 

11.5 

16.9 

19.2 

17.8 

18.9 

20.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① コンサートや映画鑑賞、スポーツ観戦（自宅以外）

② スポーツ活動

③ 旅行

④ 学習や趣味の活動

⑤ ボランティアなどの社会貢献活動

⑥ 地域での交流、自治会などの活動

⑦ 障がい者団体などの活動

⑧ SNS上のコミュニティ等、オンラインでの活動

はい（行った） いいえ（行っていない） 不明・無回答

(n=1,025)

48.9 

28.2 

61.8 

40.6 

17.8 

19.7 

17.1 

12.4 

26.0 

44.9 

16.7 

32.4 

54.7 

53.8 

55.9 

59.2 

25.1 

26.9 

21.6 

27.0 

27.5 

26.5 

27.0 

28.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① コンサートや映画鑑賞、スポーツ観戦（自宅以外）

② スポーツ活動

③ 旅行

④ 学習や趣味の活動

⑤ ボランティアなどの社会貢献活動

⑥ 地域での交流、自治会などの活動

⑦ 障がい者団体などの活動

⑧ SNS上のコミュニティ等、オンラインでの活動

はい（行ってみたい） いいえ（行ってみたくない） 不明・無回答

(n=1,025)
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【１８】 あなた（宛名のご本人）が社会活動、余暇活動に参加するためには、どのような条件が必要
だと思いますか。（○は３つまで） 

  
 
 
  

n=1,025
複数回答

活動情報の提供がある

友人や仲間がいる

身近なところで活動できる

外出手段が確保されている

介助者がいる

適切な指導者やリーダーがいる

障がいに配慮した施設や設備がある

経済的な負担が少ない

家族や周囲の人の理解

心身の健康状態の維持・向上

いろんな人との出会いの場・機会がある

やり方をわかりやすく教えてくれる

障がいのある人もない人も一緒にできる

施設の予約が取りやすい

その他

特にない

不明・無回答

20.3 

28.3 

29.4 

12.9 

14.8 

10.6 

15.5 

20.2 

16.7 

24.9 

10.3 

11.3 

9.2 

2.7 

2.2 

13.3 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40%
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障がいへの理解促進について 
【１９】 地域の人は障がいに対して、どの程度理解していると感じますか。（○は１つ） 

  
 
【２０】 障がいのある方に対する差別・偏見があると思いますか。（○は１つ） 

 
  

n=1,025
単数回答

理解している

あまり理解していない

まったく理解していない

わからない

不明・無回答

14.0 

31.4 

5.3 

46.7 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=1,025
単数回答

ある

ない

不明・無回答

48.7 

46.2 

5.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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【２１】 【２０で「ある」を選んだ方】障がいのある方に対する差別・偏見、または理解のなさはど
のようなところにあると思いますか。（あてはまるものすべてに◯） 

 
  

n=499
複数回答

仕事

建物の構造

地域の人の接し方や態度

収入

交通機関

アパートなどの契約

教育の機会

お店等の店員の応対や態度

行政職員の応対や態度

保育所や学校の対応

その他

不明・無回答

37.3 

21.0 

41.7 

31.9 

23.2 

9.8 

12.2 

22.0 

11.2 

6.0 

7.0 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【２２】 あなた（宛名のご本人）は、相手とコミュニケーションをする時や必要な情報を利用する時
に、特にどのような場合に困難を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

 
 
【２３】 あなた（宛名のご本人）は、ヘルプカードやヘルプマークを利用していますか。（○は１つ） 

 
  

n=1,025
複数回答

飲食店を利用する時

初めて行くところに出かける時

銀行を利用する時

病院にかかった時

旅行をする時

買い物をする時

スポーツやレクリエーションに

参加する時

家を探す時

仕事をする時

その他

特にない

不明・無回答

14.3 

31.6 

9.7 

19.3 

14.0 

15.8 

13.2 

4.9 

12.3 

3.8 

38.6 

6.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=1,025
単数回答

利用している

必要がないので利用していない

ヘルプカード等を知らなかったため

利用していない

不明・無回答

8.4 

41.0 

46.5 

4.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【２４】 ヘルプカードやヘルプマークは社会に普及していると思いますか。（○は１つ） 

 
 
地震などの災害時の避難について 
【２５】 災害時に１人で避難できない時、手助けしてくれる人はいますか。（○は１つ） 

 
  

n=1,025
単数回答

普及している

あまり普及していない

まったく普及していない

わからない

不明・無回答

2.5 

30.0 

18.3 

46.1 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=1,025 単数回答

いる

いない

不明・無回答

83.3 

12.5 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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【２６】 【２５で「いる」を選んだ方】災害時に１人で避難できない時、手助けしてくれる人はどな
たですか。（あてはまるものすべてに○） 

  
【２７】 台風や地震などが起こったとき、障がいがあることで困ること、心配なことはありますか。

（あてはまるものすべてに○） 

 
  

n=854
複数回答

家族

近くに住む親族

施設の職員

隣近所の住民

自主防災組織の人

自治会の人

民生委員・児童委員

その他

不明・無回答

88.5 

13.6 

7.7 

10.9 

0.4 

4.0 

1.5 

1.9 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=1,025
複数回答

災害に関する情報を入手できるかわからない

どこに避難してよいかわからない

避難するときに介助や支援を

してくれる人がいない

避難所（避難場所）が障がいのある人に

配慮されているかどうか心配である

避難所（避難場所）で必要な医療や設備が

あるか心配である

その他

特にない

不明・無回答

20.6 

21.8 

11.7 

44.9 

37.2 

6.0 

24.1 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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就労状況について 
【２８】 【18歳以上の方】あなた（宛名のご本人）は現在、仕事をしていますか。（○は１つ） 

  
  

n=927
単数回答

正社員・正職員として働いている

アルバイト、パート、契約社員

などとして働いている

就労継続支援Ａ型・Ｂ型などで

働いている（福祉的就労）

自営業またはその手伝いをしている

その他

仕事はしていない

不明・無回答

7.4 

10.8 

5.6 

3.6 

1.9 

66.6 

4.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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【２９】 【18歳以上の方/２８で「正社員・正職員として働いている」～「その他」と回答された方】
働くとき、どのようなことに困ったり不安に思ったりしますか。（○は３つまで） 

  
  

n=272
複数回答

収入が少ない

働く時間が長い

良い体調を維持するのが難しい

職場の設備が不便

（トイレ、エレベーターなど）

交通手段がなく、通勤が不便

仕事を教えてくれる人がいない

困った時に相談できる人がいない

障がいに対する職場の理解が不十分

仕事面で認めてもらえない

人間関係がうまくいかない

仕事の内容が自分にあわない

やりがいが感じられない

その他

特に困っていることはない

不明・無回答

29.8 

8.1 

18.8 

2.9 

2.9 

1.5 

5.9 

15.8 

4.4 

10.7 

2.9 

4.4 

5.9 

38.6 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【３０】 【18歳以上の方/２８で「仕事はしていない」と回答された方】働いていない理由は何です
か。（あてはまるものすべてに○） 

  
 
  

n=617
複数回答

高齢のため

学生のため

求職中または職業訓練中であるため

仕事をする必要がないため

障がいが重い、病弱なため

働く場が見つからないため

賃金が低いなど、労働条件が悪いため

自分に合う（できる）仕事がないため

通勤が困難なため

家事・育児・介護のため

障がい者について職場の

理解度が低いため

働くことが不安であるため

相談先がわからないため

その他

不明・無回答

56.1 

0.2 

1.9 

11.7 

24.3 

8.9 

1.6 

10.2 

7.9 

3.4 

4.1 

10.0 

2.4 

6.5 

12.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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【３１】 【18歳以上の方】働くうえで、どのようなことが重要だと思いますか。（○は３つまで） 

  
  

n=927
複数回答

通勤手段が確保されていること

職場におけるバリアフリーなどの配慮

短時間勤務や勤務日数配慮など障がいに

応じた働き方ができること

働きながら通院できること

職場で差別や偏見がないこと

職場に障がい者用の設備や機器が

整っていること

障がいのある仲間と一緒に働けること

職場に介助や相談などの支援を

してくれる人がいること

障がい者が就労できる事業所が

増えること

就労に向けての相談の場が

充実していること

専門的な技術を身につける職業訓練が充

実していること

在宅勤務の拡充

十分な給与や工賃がもらえること

その他

不明・無回答

23.1 

10.4 

26.8 

22.2 

20.4 

5.9 

8.8 

17.3 

17.8 

6.0 

1.8 

9.4 

15.1 

6.4 

22.8 

0% 10% 20% 30%



100 

障がい児福祉について 
【３２】 【18歳未満の方】平日の日中をどのように過ごしていますか。（○は１つ） 

  
 
【３３】 【18 歳未満の方】障がいに気づいたきっかけは何でしたか。（あてはまるものすべてに○） 

 
  

n=91
単数回答

特別支援学校（小中高等部）

に通っている

小学校、中学校、高等学校（１を除く）

に通っている

保育所、幼稚園、障がい児通所施設

などに通っている

自宅で過ごしている

入所している施設や病院などで

過ごしている

その他

不明・無回答

35.2 

38.5 

18.7 

2.2 

1.1 

3.3 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=91
複数回答

病院などの医療機関による受診・健診

市が実施する健診

小学校で実施する就学時健康診断

保育所・幼稚園の助言

学校の助言

家族による気づき

その他

不明・無回答

48.4 

20.9 

2.2 

8.8 

9.9 

34.1 

16.5 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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【３４】 【18 歳未満の方】幼稚園、保育所、通園施設などに通ううえで重要と思われるものをお答
えください。（○は３つ） 

  
  

n=91
複数回答

送迎など、通園・通学のサポート

学習支援や介助など、園・学校生活のサポート

生活訓練や職業訓練など、専門的な指導

投薬や喀痰吸引など、医療的なケア

福祉サービス事業所など、

外部の支援機関との連携

子ども同士の理解を深める交流機会を増やす

保育施設や学校施設のバリアフリー化

就学相談や進路相談を積極的に行う

通常の学級への受け入れを進める

放課後や夏休み等の一時預かりが

できる場所を増やす

その他

不明・無回答

51.6 

57.1 

34.1 

8.8 

28.6 

25.3 

8.8 

34.1 

11.0 

25.3 

4.4 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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【３５】 【18歳未満の方/中学校・高等学校在学中の方】今の学校の卒業後について、希望する進路
はどれですか。（○は１つ） 

  
  

n=17
単数回答

生活介護を受けたい

生活能力向上のための訓練を受けたい

就労移行支援等で職業訓練を受けたい

職業訓練校で職業訓練を受けたい

企業などへ就職したい

上級学校に進学したい

その他

まだ考えていない

不明・無回答

5.9 

0.0 

11.8 

5.9 

11.8 

41.2 

5.9 

17.6 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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鎌ケ谷市の障がい者施策について 
【３６】 あなた（宛名のご本人）が、鎌ケ谷市の施策において、もっとも優先すべきと考えるものは

何ですか。（〇は３つまで） 

  
  

n=1,025
複数回答

障がいおよび障がいのある人に対する理解の促進

差別や虐待など人権擁護に関する施策

障がいのある子どもの教育・育成に関する施策

雇用・就労の促進に関する施策

障がい福祉サービスの充実のための施策

手当などの経済的給付の充実

医療費・障がい福祉サービス利用時の

負担軽減に関する施策

地域とのコミュニティづくりに関する施策

バリアフリーの街づくりのための施策

情報・コミュニケーション支援の施策

災害対策や防犯対策など、安全・安心に関する施策

その他

不明・無回答

29.3 

9.0 

14.4 

17.7 

25.7 

33.7 

30.8 

4.0 

20.9 

8.9 

23.9 

2.3 

14.7 

0% 10% 20% 30% 40%



104 

４ 用語解説 
◆ア行 
【医療的ケア児】（いりょうてきけあじ） 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期入院した後、引き続き人工呼吸
器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。 
 
【ＮＰＯ法人】（えぬぴーおーほうじん） 

ＮＰＯとは、民間非営利組織を意味する NonProfitOrganization の略語で、非営利、すなわ
ち営利を目的とせず、公益的な市民活動を行う民間団体の総称である。日本においては、平成 10
年に「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」が施行され、特定の分野の活動に対し、都道府県または
内閣府より認証を受けることで、社団法人の一種であるＮＰＯ法人として活動することができる。 
 

◆カ行 
【かまがや安心ｅメール】（かまがやあんしんいーめーる） 

鎌ケ谷市の防災・防犯情報や子どもの安全情報等を、あらかじめ登録された携帯電話番号やパ
ソコンへ電子メールで提供するサービス。 
 
【鎌ケ谷市地域福祉計画】（かまがやしちいきふくしけいかく） 

地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や体制等につ
いて目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするもので、地域における高齢者の福祉、
障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項を記載する、いわゆる
上位計画として位置付けられている。 
 
【基幹相談支援センター】（きかんそうだんしえんせんたー） 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援、地域の
相談支援体制の強化の取組及び権利擁護・虐待防止等を行う。 
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【グループホーム】 

病気や障がいなどで日常生活の自立に困難のある人たちが、利用者間の支え合いやスタッフの
援助を受けながら、少人数で共同生活をする形態。 
 
【ケアホーム】 

日常生活上の介護を要する障がい者を対象として、スタッフ等の援助を受けながら共同生活を
送る住まい。平成２６年度にグループホームに一元化された。 
 
【権利擁護】（けんりようご） 

知的障がい・精神障がいや認知症などのため、自らの権利やニーズを表明することが困難な人
に代わってその権利やニーズ表明を行うこと。また、弱い立場にある人々の人権侵害（虐待や財産
侵害など）が起きないようにすること。 
 
【コーディネーター】 

ものごとを調整し、取りまとめる役割の人。 
 
【個別の教育支援計画】（こべつのきょういくしえんけいかく） 

障がいのある児童生徒などに対して、学校卒業後までの一貫した支援を行うため、学校などの教
育機関が中心となって、家庭や医療機関、福祉施設などと連携・協力して長期的な視点から作成す
る計画。一貫した教育支援・情報共有を行うために活用される。 
 
【個別の指導計画】（こべつのしどうけいかく） 

学校の教育課程において、障がいのある児童生徒など一人ひとりの障がいの状態等に応じたき
め細かな指導が行えるよう、指導目標や指導内容・方法等を具体的に表した指導計画。 
 

◆サ行 
【サポートファイル】 

障がいのある人の生育歴やケアの仕方を、乳幼児期から成人期に至るまで継続して記録整理で
きるファイル形式の記録ノート。ライフステージの変化などに伴い、本人を取り巻く生活環境が変わ
っても、地域生活における一貫した継続的な支援につなげることができる。 
 



106 

【障害者基本法】（しょうがいしゃきほんほう） 

昭和４５年に制定された、障がいのある人に対する支援等の施策や理念などに関する法律。障が
いのある人のための施策に関し、基本的理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにして、
障がいのある人のための施策の基本となる事項を定めることで、障がいのある人のための施策を
総合的かつ計画的に推進し、もって障がいのある人の自立と社会参加、経済、文化、その他あらゆ
る分野の活動への参加を促進することを目的としたもの。平成２３年に、障がい者の定義などの改
正が行われ、同年８月に施行された。 
 
【障害者自立支援法】（しょうがいしゃじりつしえんほう） 

障がいのある人の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理
念に則り、それまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていた福祉サービス、公費負
担医療等について、共通の制度のもとで一元的に提供するしくみを創設することとし、自立支援給
付の対象者、内容、手続、地域生活支援事業、サービス整備のための計画の作成、費用の負担等
を定めた法律で、平成 17 年 11月に制定され、平成 18年度より施行された。また、平成 22 年 4
月には、利用者の負担を見直す改正が行われた。 
 
【障害者就業・生活支援センター】（しょうがいしゃしゅうぎょう・せいかつしえんせんたー） 

就業を希望する障がいのある人に対して、就職するための相談支援や生活支援を一体的に実施
する。障害者雇用促進法に基づく支援機関。 
 
【障害者総合支援法】（しょうがいしゃそうごうしえんほう） 

「障害者自立支援法」（平成 17 年法律第 123 号）の一部が改正され、「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律」に改題されたもの。障害者基本法の一部改正の理念を
踏まえ、目的規定に新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記されたほか、障害者
の定義に難病等が追加された。平成 25 年４月１日に施行。 
 
【障がい者相談員】（しょうがいしゃそうだんいん） 

障がいのある人からの相談に応じ、必要な助言、指導を行う、市長から委嘱を受けた民間の協
力者。 
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【障害者文化芸術推進法】（しょうがいしゃぶんかげいじゅつすいしんほう） 

障がい者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸
術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的としたもの。
施行日は平成３０年６月１３日。 

 
【障害者優先調達推進法】（しょうがいしゃゆうせんちょうたつすいしんほう） 
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障がいのある人の就労施

設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障がいのある人の就労施
設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るための法律。施行日は平成 25 年４月１日。 
 
【情報アクセシビリティ】（じょうほうあくせしびりてぃ） 

年齢や障がいの有無などに関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるこ
と。 
 
【自立支援医療（精神通院）】（じりつしえんいりょう（せいしんつういん）） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する統合失調症、精神作用物質によ
る急性中毒、その他の精神疾患（てんかんを含む）を有する人で、通院による精神医療を継続的に
要する病状にある人に対し、その通院医療に係る医療費の支給を行うもの。 
 
【成年後見制度】（せいねんこうけんせいど） 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護
を代理権等が付与された成年後見人が支援する制度。本人が判断能力のあるうちに予め後見人を
依頼しておく「任意後見制度」と家庭裁判所の審判に基づき後見人を選任する「法定後見制度」が
ある。「法定後見制度」は、本人の判断能力に応じて、「後見」「補助」「保佐」の３類型に分かれる。 
 

◆タ行 
【地域活動支援センター】（ちいきかつどうしえんせんたー） 

障がいのある人が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創
作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。 
 



108 

【地域共生社会】（ちいききょうせいしゃかい） 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに作っていく社会。 
 
【地域生活支援拠点】（ちいきせいかつしえんきょてん） 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を持つ場所や体制
のこと。居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人
材の確保・養成、地域の体制づくりの５つを柱としている。 
 
【地域生活支援事業】（ちいきせいかつしえんじぎょう） 

障害者総合支援法に基づき市町村及び都道府県が、その地域の実情等に応じて提供する行政
サービス。障害福祉サービスとは異なり、自治体が柔軟な形態により実施することが可能。 
 
【地域包括ケアシステム】（ちいきほうかつけあしすてむ） 

厚生労働省が推進する地域の包括的な支援・サービス提供体制のことで、団塊の世代が 75 歳
以上となる令和７年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができることを目指している。 
 
【読書バリアフリー法】（どくしょばりあふりーほう） 

視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわらず
すべての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を
目的としたもの。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の略称。施行日は令和元年
６月２８日。 
 

◆ナ行 
【Ｎｅｔ１１９】（ねっといちいちきゅう） 

聴覚や言語機能に障がいのある人が、スマートフォン等により、音声によらず１１９番通報をする
システム。 
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◆ハ行 
【発達障がい】（はったつしょうがい） 

発達障害者支援法においては、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習
障がい(ＬＤ)、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）その他これに類する脳機能の障がいであって、そ
の症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 
 
【バリアフリー】 

「障がいのある人が社会生活をしていく上で妨げとなる障壁(バリア Barrier)となるものを除去
(フリーFree)する」という意味で、建物や道路などの段差等生活環境上の物理的障壁の除去をい
うことが多いが、より広く、「社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の
除去」という意味でも用いる。 
 
【ハローワーク】 

公共職業安定所。職を求める人間と人材を求める事業所の仲介や斡旋を行う公的機関。 
 
【ピアサポート】 

ピア(Peer)とは「仲間」を意味し、障がいのある人の場合は、障がいのある人やその家族が、当
事者同士で集まり、お互いの課題や抱えている辛さを共有し、分かち合い、助け合うこと。 
 
【避難行動要支援者】（ひなんこうどうようしえんしゃ） 

要配慮者のうち、災害発生時または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難
であり、円滑で迅速な避難のため、特に支援が必要な人。 
 
【福祉的就労】（ふくしてきしゅうろう） 

一般企業などでの就労が困難な障がいのある人が、各種就労支援施設等で職業訓練等を受け
ながら作業を行うこと。 

 
【ペアレントトレーニング】 

親は自分の子どもに対して最良の治療者になることができるという考えに基づき、親に子どもの
養育技術を身につけてもらうトレーニング。 
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【ペアレントプログラム】 

地域での普及を図るために開発された、ペアレントトレーニングよりも簡易なプログラム。 
 
【ペアレントメンター】 

発達障がい児の子育て経験のある親であって、その育児経験を活かし、子どもが発達障がいの
診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人。 
 
【ヘルプマーク】 

障がい等により支援や配慮を必要としていることが外見から分からない人が、支援等を必要とし
ていることを知らせるためのもの。 
 
【補装具】（ほそうぐ） 

身体障がい者の身体の一部の欠損または機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために
用いられるもので、義足、補聴器、車椅子などがある。 
 

◆マ行 
【面的整備型】（めんてきせいびがた） 

地域生活支援拠点等の整備手法の一つで、地域おける複数の機関が分担して機能を担う体制
のこと。 
 

◆ヤ行 
【ユニバーサルデザイン】 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、様々な違いを超えてすべての
人のことを念頭に置いて考慮し、計画・設計することや、そのようにしたもの。 
 
【要配慮者】（ようはいりょしゃ） 

障がいのある人のほか、高齢者、乳幼児、外国人など、防災対策を進めるうえで特に配慮を必要
とする人のこと。 
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【要約筆記】（ようやくひっき） 

話し手の内容をつかんで、それを筆記して聴覚障がいのある人に伝達する方法。一般的には、話
の内容を書き取り、スクリーンに投影する方法が多く用いられているが、近年ではパソコンで入力し
た内容をビデオプロジェクターから投影するなど、新たな方法も用いられてきている。通常、所定の
講習を受けて要約筆記の技術を習得した要約筆記奉仕員が行う。 
 

◆ラ行 
【ライフステージ】 

人の一生を幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期などに分けた、それぞれの段階をいう。 
 
【療育】（りょういく） 

障がいのある子どもが、障がいの進行を食い止めるなど社会的に自立することを目的として行わ
れる治療教育の略称。 
 
【レスパイト】 

障がいのある人などを在宅で介助・支援している家族の負担を減らすことを目的に、一時的にケ
アを代替し、リフレッシュを図ってもらうよう家族を支援すること。 
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